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会議録 令和 4年 12 月 5 日(月) 場 所 3 階 第 5 研修室

会 議 名：第 5回総務・経済常任委員会

出席委員：平野委員長、廣瀬副委員長、手塚委員、東出委員、吉田委員、安齋委員

新井田委員、相澤委員、竹田委員、又地委員

欠席委員：なし

会議時間 午前 9時 28 分～午後 2 時 57 分

事 務 局 片桐、福田

開 会

1 ．委員長挨拶

平野委員長 皆さん、おはようございます。

定刻の数分前ですけれども、全員揃っておりますので、はじめたいと思います。

12 月に入りあっという間に雪景色で、きょうも雪かきをしたあとの会議参加ということ

で、大変ご苦労様でございます。

きょうの次第については配付のとおり、病院事業、建設水道課、総務課、その他となっ

ております。

午後にかかって夕方まではかからないと思いますけれども、午後からも会議の開催とな

りますので、よろしくお願いいたします。

２．調査・報告事項

＜病院事業＞

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う国保病院の現状について

平野委員長 それでは早速、調査・報告事項に入っていきたいと思いまして、まずは病院

事業 2 点調査項目がありましたので、まずは新型コロナウイルス感染拡大に伴う国保病院

の現状について、こちらの資料説明をお願いいたします。

西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 皆様、おはようございます。病院事業事務局長の西山です。

それでは、まずはじめに私のほうから新型コロナウイルス感染拡大に伴う国保病院の現

状について、ご報告申し上げます。

資料の 1ページをお開き願います。

こちらにつきましては、令和 4年度の状況をまとめた資料となっております。

まず上段の表につきましては、発熱外来件数とあと赤い括弧書きで示されております数

字が陽性者数となってございます。

おそらく件数等を見て、びっくりされたかたもいると思いますが、木古内町だけ見ても
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4 月から 11 月までの 8 か月間で、671 件の発熱外来者数となっております。そのうち、4

割近くの 264 人が陽性と診断されている状況です。

逆に件数の多かったのが知内町になります。7 月ごろから急激に発熱外来者数が増加傾

向にありまして、その後、知内町と協議を進めております。その中で、8 月から知内診療

所のほうでも発熱外来を開設していただきました。ただし、知内診療所のほうではあくま

でも高校生以上であったり、車で来院できるかたっていうところで制限ございましたので、

例えば小学生・中学生等については、当町のほうに受診されるかたも多くございました。

その知内診療所の開設もあったんですけれども、当町と変わらないだけの受診者が当院

に来ておられるっていうのがこの表でおわかりになると思います。

また 8 月ですけれども、北斗市からの来院も多くございました。これにつきましては、

北斗市のほうはクリニック等で発熱外来等行っていたんですけれども、お盆休みとかにな

るとやはり長期の休診って言いますか病院自体が休みとなっておりまして、北斗市のかた

だとかも保健所等に連絡する中で、当院のほうに受診してくださいというような指示でう

ちの病院で受診されているかたも多くなっております。

なお、この資料の件数なんですけれども、あくまでも当院で受診されたかたの人数とな

りますので、実際にはまだ多くのかたが感染されているのかなということも予想されます。

次に、下段の表になりますけれども、こちらにつきましては重点医療機関として当院で

受け入れた入院患者数をまとめたものになります。

令和 4 年度につきましては、11 月末までに 39 名を受け入れております。現在は、12 月

2 日に 4 名退院されましたので、あと昨日 1名入院されております。

いま現在は、3名のかたが入院されて状況となってございます。

なお、入院につきましては、保健所からの要請とあと当院の医師が診察する中で判断し

て、入院を受け入れを行っている状況となっております。

下段のほうに、令和 2 年度と令和 3 年度の実績のほうも掲載しております。令和 2 年度

につきましては、11 月からの入院者数となりますので、比較的多い入院患者数がいたこと

になります。

最後になりますけれども、現在も多くのかたが発熱外来を受診されております。ひっ迫

した状況に変わりはないんですけれども、当院といたしましては健康診断をいま現在休止

しております。また、状況に応じて婦人科等の外来もストップするなど対策を講じてなが

ら現在進めているところでございます。

また、広報でも折り込みを一度しておりますが、例えば自己検査、自宅で抗原検査等を

して陽性判定が出るかたも中にはおります。そういった方々からの電話をいただいた際に

は、北海道の陽性者登録センターのほうに連絡して登録することで、それで陽性者ってい

う判定もできますので、そういった部分の活用を電話対応で進めている状況にございます。

引き続き、このような状況は続くことと思われますけれども、今後も職員一丸となって

対応してまいりたいと思いますので、いまの現状ということでまずご報告申し上げたいと

思います。以上です。

平野委員長 1 ページ目の説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

新井田委員。

新井田委員 おはようございます。どうもお疲れ様でございます。
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いまコロナの状況について、説明をいただきました。概ね理解はできたんですけれども、

ただ一つちょっと確認をさせていただきたいのが、コロナは私も含めて不幸中の幸いでい

まこういう立場でいるんですけれども、可能性は非常に大きいということは、個人的にも

認識はしているんですけれども、ただ気になるのはそういう中で、いろいろ病院側もいろ

いろ努力をされていて、現状維持というようなことでしているんでしょうけれども、問題

は通常のいわゆる基礎疾患をもった方々の俗に言う対応ですよね。これほどちょっと発熱

外来の利用者が多いという中で、病院側も悪戦とされているっていう実態の中で、やはり

通常の疾患をもたれたかたの対応というか、その辺はいったい満度っていうなのか、ある

いはいろいろ手分けしてというような病院の部分も含めた中でどうなっているか、その辺

ちょっとお聞きしたいんですけれども。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 新井田委員のご質問に対してお答えいたしますけれども、通常の

外来、内科・外科につきましては、いま現在は外来ストップっていう状況は行っておりま

せん。基本、前回の第 7 波も含めてストップかけたのは、やはり発熱外来が多くなって、

例えば整形だとかいますぐ症状の悪化云々という部分については、ストップかけたりはし

ていますけれども、うちの中ではあくまでも常勤医がいる内科・外科については、通常ど

おり進めていくということで、確認しているところです。

平野委員長 ほか。

吉田委員。

吉田委員 おはようございます。

病院関係は、このコロナに関していま 8 月以降大変な状態になっているっていうのは、

認識をしました。

先般、11 月 22 日に保健福祉課の所管事務調査の中でちょっと心配事があったので尋ね

てみたところ、いまインフルエンザのワクチン接種ありますよね。その前の日に 21 日のテ

レビで、皆さんも見たと思いますけれども、インフルエンザとコロナと一緒にかかった場

合、大変な重症化率、死亡率が一気に上がってくると。いま現在たぶん木古内ではないと

思うんですけれども、保健福祉課の関係ではまだその辺がちょっとわからないと。病院は、

ワクチンの接種時にインフルエンザの予防接種をしてくださいっていう声かけはしている

ということで安心したんですが、いまこういう状態になってきて、いま私もたぶんインフ

ルエンザを打たなければならないと思っているんですけれども、その辺の状況っていうの

はどういうふうになっているのかちょっと詳しくお知らせ願えればと思いますのでよろし

くお願いします。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 いま、インフルエンザのワクチン接種の関係でお話をいただきま

した。ワクチン接種につきましては、当院で通常受け付けておりますので、希望者がおり

ましたらその都度対応している状況です。

あといま現在、インフルの感染者は当町ではうちの病院では、確認されておりません。

いま発熱外来も多いという中で、今後インフルエンザの患者も感染者が出てくるという

予想の中で、当院ではインフルとコロナ同時に検査できる試薬もいま購入して、対応する

形を進めております。ただいま現在は、インフルまだ感染者おりませんので、あくまでも
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コロナの検査だけで通常やっていますけれども、今後インフルエンザの患者さんが出てく

るようであれば、コロナも同時に検査できる試薬で進める予定で現在やっております。

平野委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 陽性者の発熱外来での陽性者の数の多いのには、ちょっとびっくりしたんです。

ただ、そのうち 11 名のかたが重症だったっていうことで、あとは軽症で自宅療養ってい

うかそういう形だったのか、それとも木古内以外の施設というか病院のほうに入院になっ

たのかどうなのかって我々陽性者の数ばかりでなくて、その後この人達がどうなったのか

っていうのをやはり一番関心事のところなんですよね。ですから、病院とすれば検査だけ

でして陽性者は何人っていうだけでそこで終わっているのか、町の保健福祉との連携の中

で上手くなかなか個人情報の中で公開はできないっていうことなんだけれども、その辺っ

ていうのはどうなんだろうなっていう気がするものですから、病院の立場とすればこうだ、

だけれども病院のほうで把握している部分があればこの人達は全員自宅療養ですよってい

うことなのかどうなのかっていうことを確認します。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 竹田委員のご質問にお答えいたします。

まず、本日の資料につきましては、あくまでも発熱外来の件数と陽性者の人数しかちょ

っと報告しておりませんでした。実際、4 月から 11 月までで当町だけで 264 人のかたがお

りますし、あと実際に最終的には 662 人の陽性者をうちのほうで判定している状況です。

実際に下の段で入院されております 39 名の方々につきましては、国で言う陽性者の入院

期間だとかもありますけれども、その方々の症状によって入院が長引くかたもおりました

し、実際には国の示す範囲内で入院はしておりましたけれども、皆さん全員退院されて現

在過ごしているところであります。

それで、うちの病院といたしましては、基本的には軽症及び中等症っていうことで、範

囲が決められてはいるんですけれども、やはりこの逼迫した状況、重症患者を受け入れる

例えば函病さんだとかそういったところの受け入れがなかなか難しいという状況がある時

には、うちのほうで酸素の対応をしたりだとか、そういった形で対応に努めてはきており

ました。ただ、ほぼほぼうちから重症化して転院したというのはケースはほとんどなかっ

たんですけれども、そういった患者の対応につきましては、うちのほうでも酸素投与しな

がら対応している状況でございます。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 聞いているのは、そのことでない。264 人の陽性者のうち、いま木古内町だけ

のことを聞いているんですけれども、11 名のかたが入院したってなっていますよね。です

から、あとの 253 名この方々は自宅療養なのかっていうことを聞いているんですよ。

それと、町内での保健福祉との連携ができているのかどうなのか、個人情報でできない

っていうのかどうなのかって。いま事務局長が説明したように、木古内町の入院は軽症な

りどっちかと言えば重症ではない患者っていうようなことだと思うんですけれども、そう

すればこの 264 人の陽性者のうち、重症のかたがいなかったのかどうなのかっていうこと

も含めて、その辺は把握していないのかどうなのかっていうことも含めてちょっと。

平野委員長 西山病院事務局長。
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西山病院事業事務局長 すみませんでした。私の答弁に不備がありましたので。

まず、11 人今回入院しておりますけれども、この入院した方々については、基本的に基

礎疾患のあるかたが中心となっています。年齢も例えば 65 歳以上だとか、あと基礎疾患の

あるかたということで、その診断する中で酸素の濃度がちょっと低いだとかそういった方

々がまず入院されております。それ以外の 250 数名等につきましては、当院で陽性判明は

したものの、基本的には自宅待機で酸素濃度とかも特別下がっているわけではなく、一時

的に高熱が出ているという状況がございましたので、そういった方々につきましては、薬

を投与するなり咳が出ているかたにつきましても、そういう咳止め等での対応ということ

で、自宅待機をしております。

ただ、その後ももし症状が悪化するようであれば連絡くださいっていうことでは対応し

ておりますので、そういった中でまず対応のほうをしております。

陽性患者等についての保健福祉課との連携という部分につきましては、ほぼほぼうちの

ほうで外来の患者であったり入院患者であったりという部分につきましては、当院で対応

後も連携というところまでは進めてはいなかったというところではあります。

あと、重要患者につきましては、基本的に中等症レベルでの範囲内でありましたので、

重症っていうところまでは至っていないということで、ご理解いただければと思います。

平野委員長 おそらく心配しているのが木古内の病院ばっかりの問題じゃないと思うんで

すけれども、国の考え方だったり保健所の対応だったりなんですけれども、例えば陽性に

なって自宅待機された方々へのケアと言いますか具合悪くなったら連絡くださいは当たり

前なんですけれども、例えばその後自宅で自然と具合悪くなって連絡もできなくなったり

するかたがいたと過去を遡ればそういうニュースも国の中ではいろいろあったと思うんで

すけれども、そのような対応は病院として考えるのか、竹田委員はおそらくそういうのを

保健福祉課と連携して、そういう方々へのケアもするべきなんじゃないのかなっていう考

えだと思うんですけれども、これ病院にここをいま求めるっていうのはちょっとナンセン

スかなと思いますけれども、この間の保健福祉課と同じような話になると思うんですけれ

ども。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 9時 47 分

再開 午前 9時 48 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

安齋委員。

安齋委員 安齋です。

日々の業務、ご苦労様です。私、一般質問でもお話しました。8 月に大変たくさんの感

染者が出たということで、このあと寒くなる時期にインフルエンザと同時流行の懸念があ

るということで、まさにそのとおりになってきているなというところで、非常に心配して

いるところで、やはり 11 月に 8 月と似たような感染者数増加ということで、第 7 波から第

8 波という形の中では、8 波のほうがもっとひどかったという状況で、いま少し落ち着いて



- 6 -

きているのかなというところですけれども、今後は予断を許さない状況。ということで、

結局 8 月の状況と似たような状況になってきている中で、私がやはり心配しているのは、

職員なんですよ。また 8 月と同じ状況になっている、非常に精神的に疲れているっていう

ところがあります。ぜひそこのケアのところをやはり町長、副町長も含めて考えていただ

きたいなというところが一つ。

表の中にありますとおり、入院患者さんの中でやはり 70 代・80 代・90 代というのが一

番多くて、小澤管理者の答弁にもありましたとおり、通常の対応ではなくさらに追加して

高齢者対応というか、例えば認知症があるような患者さんというようなところで、さらに

大変な取り扱いをしなきゃいけないというところで、大変気を揉んでいるという話も聞い

ております。そこら辺システム的になにかあのあと変更があったのかどうかというところ

をお尋ねしたいなと思うんですが、わかる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 安齋委員のご質問にお答えいたします。

前回、議会のほうでも一般質問いただいて、回答したところであります。

その後、当院といたしましてもやはり職員の逼迫した状況、職員数の状況も把握しなが

ら 11 月には 1 名の職員、看護師を採用のほうしております。あといま現在、11 月頃から

また発熱外来等も 8 月以降引き続き多い状況でなってはいるんですけれども、その中で病

院の内部でもいろいろ協議しました。いま現在ちょっと入院患者数の部分も 20 名から 25

名という中での推移しております。一時的には東病棟、ベッドの受け入れというところも

ほとんどない時期もありましたので、その部分につきましては、病棟は 2 病棟あるんです

けれども、1 病棟っていうような形で試験的に対応のほうをさせていただきました。その

中で職員の休暇であったりそういった部分も取りやすい環境を作ったり、あと発熱外来の

ほうがまた混み合うようであればそちらのほうからもサポートしていただくような形で対

応のほうを進めております。

ただ、やはりこの時期になるとまた陽性者の感染も多くなるということになると東病棟

のほうでも対応がまた増えてきますので、そういった部分につきましては、透析は月・水

・金行っておりますので、火・木の外来の対応だとかも、これまでも進めてはきているん

ですけれども、より一層協力をサポートしていただきながら外来の対応のほうに努めてい

る状況でございます。以上です。

平野委員長 ほか。

又地委員。

又地委員 ちょっとどうなるかなと思いながらいるんだけれども、さくら薬局で自分でで

きるキットを出していますよね。有料の場合もあるし、無料の場合もあると。それを考え

るとさくら薬局に行ってキットを入手して、そして自分でやるわけだ。そして、例えば陽

性反応が出ただとか、あるいは陽性反応が出なくても高熱、熱があるだとか。私、さくら

薬局さんでキットをいくら販売しただとか、出しかっていうのは調べることできるのかで

きないのかなと。これは、私ちょっと表現悪いんだけれども、隠れ陽性者というのが考え

られるのではないのかなとそんなふうにも思うんです。さくら薬局に行ってキットを入手

した、自分で検査した中で陽性反応は出たけれども熱もないと、喉の痛みもないと。だけ

れども陽性反応が出たと。それは、本人よりわからないわけだ。こういう人っていうのは、
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たぶん病院に来ないだろうと思うんです。私なりに隠れ陽性者っていうのは、結構いるの

ではないのかなとそんなふうに最近感じたんですよ。その辺は病院サイドでさくらさんの

ほうと連携してっていうか、これはキットがどのくらい出ていますかとかというそういう

あれはできるのかできないのか、調べることが。それは、ある意味ではここに「うち陽性

者数」と出してもらったけれども、さくらさんに行ってキットを入手したかたが何人いる

という中で、その辺を密に連携するとある程度の掌握ができるのではないのかなと。その

掌握というのは、自分で検査した人の掌握っていうのはできるのではないのかなという気

がしないでもない。これは、いま第 8 波だとかあるいはこれからまだまだ増えるだろうと

予想されている中で、一つのなにか手当てにならないかなというふうな感じもしないわけ

ではないんだけれども、隠れ陽性者の部分ではなにか考えていることがあるかどうかちょ

っと聞いておきたい。

平野委員長 この間の保健福祉課で話出たとおり、町がどこまでそれ患者数を確保するか

っていう観点の質問だと思うんですけれども、これ病院での答えはできないと思うです。

副町長のほうからなにかいまの部分についての町の考え方になると思うんですよね、感

染者数の把握をするかどうかって。

副町長。

羽沢副町長 ただいまのさくら薬局での抗原検査キット 9 月までだったと思うんですが、

数に限りがありますが無料配布いたしますと。熱があるですとかなにかしらの症状があれ

ば、来ていただければお配りしますということで確認はしておりました。それ以降、その

数も含めた中でどの程度お配りしていたかというのは確認はしておりませんので、数字自

体は把握しておりません。また、いま議長がおっしゃるように症状のないかたの掘り起こ

しと言いますか、全数把握的なものですけれども、町として症状のないかたを全て抗原検

査などでという考えは一切もっておりません。あくまでも症状のあるかたを対象にコロナ

の陽性判定というのをしていただければいいのかなと。必要に応じてＰＣＲ、国保病院で

抗原検査のあとはＰＣＲに進むなり、北海道のほうに登録して自分で進めていくというの

がいま現在の行われている実施方法でありますし、町として積極的に陽性者を全数把握し

ていきたいという考えはもっていないというのが現状です。以上です。

平野委員長 又地委員。

又地委員 個人情報どうのこうのとかって問題ないと思うんだ、私は。ということは、さ

くら薬局に行ってキットを買った人があるいはもらった人が何人いるのと。それはお願い

して調査はできるでしょう。調べることできるでしょう。できると思うんですよ。なんら

個人情報がどうのとか問題でもないし、さくらさんが例えば 1 か月にいくら仕入れたと。

そのうちの 1 か月、いくら出ましたよという程度でも私はいいと思っている。そのくら

いはできると思っているんですよ。それで、なぜ私隠れ陽性者という言葉を使ったかと言

うと、例えば自分で判断して自分で軽症だと判断した時には、病院には行かない。この病

院に行かない隠れ陽性者が町場を歩いて、あるいはいろんな人と会う中で感染をしている

そういう要素があるだろうと。だから、せっかく一生懸命なんとか年末を控えて減らして

いこう減らしていこうという取り組みをしている中で、自治体がなんら手を打てないとい

うことは私はおかしいと思っているんです。それは、例えばその辺をどうやってくり抜け

るか、自治体がいろいろ知恵を絞ればなんか少しでも抑えていくことにつながらないのか
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なとそんなふうに思っているから言っているです、私は。これは国の規制でなんとか、そ

れはそれでわかる。それは、国の規制あるいは渡島保健所であっても個人情報保護法の部

分がすごく重荷になっている中で、これ以上は突っ込んでいけないという部分があると思

うんです。であれば、その個人情報保護法に突っ込んでいかないようにギリギリの線まで

なにかを自治体でやるべきでないのかなという考えがあるんですよ。これただこうやって

資料を出してもらって、もうとにかくある意味では私に言わせれば成り行き任せみたいな

感じより受けないんですよ。そうは言うものの、一つの規制があると言われればそれはそ

れなんだけれども、さくら薬局との部分はなんとか私できるのではないかなと。さくらか

ら出ていたキットの数がこれだけですよと。そして発熱外来、あるいは来た人方の中に陽

性反応がこれだけ出たよと。なんかつなげれば一つの目安がというか、なにか出そうな気

がしないでもないんだけれども、その辺は無理なんですか。

平野委員長 副町長。

羽沢副町長 お答えいたします。

さくら薬局さんで配布した数、これは先ほど言ったように聞いていないだけですので、

そこはちょっと確認してみて、どの程度お配りしたかというのは把握してみたいとは思っ

ております。ただ、コロナウイルスとして地域性ですとかそういうのは一切ないと思うん

です。もう全てが同じウイルスですので、そこに地域としての対応というのは、国内で差

があるとは思っていませんので、これはいまできるのはあくまでも基本的な感染対策、常

に言われている手洗い、うがい、マスク、会食時・飲食時等の長時間とかという対応以外

にいま現在もう特効薬ができる以外ないと考えておりますので、ここはこのかたがとか木

古内だからというそういう状況にはならないと思いますので、そこはちょっとご理解いた

だければと思います。以上です。

平野委員長 又地委員、ちょっと待ってください。

これ例えば木古内が独自で個人を確定した、探して。例えばさくら薬局で配布した数を

聞いたからって別に陽性者の数をわかるわけでもないし、配った参考意見をまずわかるだ

けじゃないですか。そこを又地委員が言うように、個人をもっと特定して突っ込んでいっ

て、隠れ陽性者を増やしたとして、それでなにか対策できるのかって言ったら対策もでき

ないですし、一小さな自治体がそれをやるっていうことはリスクもありますし、それは逆

に私はやるべきではないと思いますし、この間保健福祉課の時に話したように、副町長は

それはもうできないって断言しているわけですから、それ以上でもそれ以下でもないです

し、病院の審査の中では当然できる話ではないと私は思っていますので、終えたいと思い

ますこの話は。

ほか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 04 分

再開 午前 10 時 09 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

廣瀬副委員長。
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廣瀬副委員長 ご苦労様です。

この書類で外来件数、うち陽性者数ってお示しあるんですけれども、以前定例会の時に

支援物資の関係で、保健所との連携はどのようになっているんだっていうその当時は、な

んかタイムリーでは連絡こないんだっていうことで、結果陽性になったかたは自分で町に

連絡して物資をくださいっていう話だったんです。こうやって示されている部分で、いま

現在そういう連携っていうのは、以前と変わらないのかな。それともちゃんと保健所のほ

うから陽性者は何名ですっていうのが定期的にこういうような形できているものなのか。

そこちょっと聞きたいと思います。

平野委員長 副町長。

羽沢副町長 廣瀬副委員長の質問にお答えいたします。

現状、北海道のほうから何一つ情報は市町村に下りてこないというのが現状でございま

す。この数字はあくまでも国保病院に受診されて検査した数でございますので、その把握

している数であって、それ以外町民のかたが函館でＰＣＲ検査を受けたりですとか、そう

いう情報をトータルしたものというものは、一切町のほうに情報がこないのがいまの現状

です。以上です。

・国民健康保険病院事業会計及び高齢者介護サービス事業会計の

上半期収支状況について

平野委員長 次の項目に入りたいと思います。

上半期の収支状況について、まずは病院の事業会計の上半期の説明をお願いいたします。

西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 木古内町病院事業会計上半期業務状況報告書こちらにつきまして

は、経理担当の西嶋主査のほうから報告させていただきます。

平野委員長 西嶋主査。

西嶋主査 わたしのほうから上半期の状況、数字の面で報告させていただきます。

資料の 4ページをお開きをお願いいたします。

はじめに、患者の利用状況について、説明いたします。

上段の部分でございます。

入院・外来患者数の実績を掲載してございます。

上半期の入院患者数は 4,144 名ということで、前年度と同時期に比べますと 675 名減っ

ている状況で、1日平均にいたしますと 3.7 名減少している状況でございます。

ただし、前年度の下期においてもいまのような数字でございますので、状況といたしま

しては下期の状況がいまも続いているといった状況で把握してございます。

理由につきましては、感染症対策による病室の個室化によるものが主な要因となってご

ざいます。

次に、外来患者数についても 1 万 7,801 名ということで、前年度比において 1,087 名減

少している状況でございます。

減少の主な要因につきましては、整形外科及び泌尿器科の診療時間が減少に伴ったこと

が主な要因となってございます。
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この患者数の詳細につきましては、6ページ・7ページに記載してございます。

ご覧のとおり、診療圏域、各町、全町で少し減っている状況となってございます。

後ほど詳細の確認をお願いいたします。

次に、4ページに戻りまして収支の状況について、説明いたします。

まず収入でございますが、入院・外来収益ともに患者数減の影響で、減少している状況

でございます。

入院収益では約 1,800 万円、外来収益では 1,100 万円減収している状況でございます。

患者単価につきましては、コロナ禍ということもございまして、比較的高額で推移して

ございますが、延患者数が減ってございますので、減収している状況でございます。

その他医業収益につきましては、新型コロナワクチン接種手数料等によりまして、約 40

0 万円程度増額の 2,130 万 975 円ということとなってございます。

次に、他会計負担金でございます。

前年度と同様に一般会計の繰入金でございます。例年と同様です。

医業外収益につきましても、例年と同様でございますが、前年度より若干減少してござ

います。

ここにつきましては、長期前受金戻入が減額したことによる減額となってございます。

収入合計では、4 億 7,378 万 340 円となってございまして、前年度より 4,562 万 5,467

円が減収している状況でございます。

次に、費用面でございます。

先に給与費でございますが、3億 5,041 万 7,801 円ということで、前年度と比べますと 5,

700 万円減額してございます。

減額の要因といたしましては、医師 2名が退職したことによるものでございます。

次に、材料費です。

6,890 万 9,362 円でございますが、同時期と比べまして若干でございますが減少してご

ざいますが、前年度もそうですが引き続き、感染対策に伴う試薬等が多く購入してござい

ますので、高額で推移してございます。

経費につきましては、約 334 万円増額の 7,722 万 6,852 円となってございます。

増額の要因といたしましては、整形外科医の出張委託料が大きな要因でございます。

あと、光熱費です。単価増による増額も影響してございます。

減価償却費につきましては、1,100 万円減額してございまして、6,506 万 7,650 円となっ

てございます。

研究研修費につきましては、例年同様でございまして、171 万 6,220 円となってござい

ます。

次に、医業外費用でございますが、支払利息が借入残高減少に伴いましてでございます。

80 万円ほど減の 731 万 7,875 円となってございます。

特別損失につきましては、過年度修正損の 4,100 円のみとなってございます。

この結果、上期の費用合計では前年度より 6,748 万 475 円減額の 5 億 7,065 万 9,860 円

という状況でございます。

この結果、収入合計から支出合計を引きますと、上半期の純損失につきましては、9,687

万 9,520 円が上期の状況で、赤字決算という状況でございます。
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なお、前年度同時期と比べますと前年度は 1 億 1,873 万 4,528 円赤字がございましたの

で、収益につきましては減ってございますが、それ以上に費用が減ったということで、2,1

00 万円ほど収支については改善されているという形となってございます。

また、感染症病床確保促進事業におかれましては、例年年度末で交付決定になりまして、

年度末期に入金になってございましたが、今年度につきましては補助要綱等が変更がござ

いまして、上半期で一旦交付決定されてございます。その交付決定額が 3 億 6,013 万 9,00

0 円となってございます。仮にその分を補てん含めますと、2 億 6,325 万 9,480 円が黒字決

算といった状況となってございます。

あと、年度末決算の見込みでございますが、令和 2 年度で約 6 億円、3 年度で約 8 億円

の黒字でございました。令和 4 年度でございますが、下期においてもまだはっきり補助金

の要綱が示されてございませんが、同じように交付された場合、6 億円程度の黒字決算が

見込まれるといった状況でございます。

また、現金預金残高につきましては、9 月末で 18 億ございます。年度末では 25 億円程

度は順調に補助金が入ればなるのではないかという状況となってございます。

説明については、以上です。

平野委員長 ここ数年は、まさにコロナの補助金で十分な収支の状況というのは分析しづ

らいかとは思うんですけれども、説明いただきましたので質疑あるかたお受けいたしたい

と思います。

新井田委員。

新井田委員 収支に関してはいま委員長がおっしゃったように、コロナありきですよね。

このうち文言の内訳を見るとやはり言い切っているんだけれども、はたして文言の内容

が例えば特に整形外科・泌尿器科は、診療回数が大きく減少しているっていうのは説明の

とおりだと思います。毎回同じなんだけれども、最後には補助金体制の中で黒字ですよっ

ていうことになるんだけれども、やはりその過程がなかなか見えてこない。要するに毎回

同じようなことなんだけれども、どうもやはりボディブローがちょっと効いてきているの

かなと思うんですよ。コロナのおかげはおかげでいいんだけれども、当初聞いたようにや

はり一般の客数が減っていっているんだと。これはもう間違いなく我々もあなた方もそう

なんだけれども、こういう資料でわかるんだけれども、そういうことに対してのただ減っ

ているんだっていうような表現で終わっているような気がするんです。だから、その辺の

対策がいったいどうなんだと我々はそこが一番知りたいんですよね。最終的にくどいよう

だけれども、赤字の部分はコロナの交付金がくるから大丈夫だよっていうことになるんだ

ろうけれども、問題は毎回同じことだけれども、仮にコロナが終息してそういう補助金体

制がもうないんだよといった時に、これはやはり関係している近隣町村の状況を見たって

やはりコロナのおかげって言えば変だけれども、どうも木古内の病院から離れていってい

るようなそんな感じも見受けられる、個人的にはそう思っている。だから、そうでないん

だっていうようなことなのかもしれないけれども、どうもその辺が文章とすればごもっと

もなんだろうけれども、一つやはりそういう中でのプロセスを踏んだ中で、一般患者の外

来の巻き込みはどうするんだとか、あるいは周知をどうするんだとかっていうそういう細

かい部分がなかなか見えてこないですよね。だから、数字は数字としてわかるんだけれど

も、やはりこういう数字を見るとやはりちょっとボディブローがだんだん効いてくるのか
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なと。コロナのそういう部分にかまけているって言えばちょっと表現悪いけれども、その

辺もチラッと考えとしてはよぎるんですよ。だから、毎回同じようなことだけれども、そ

の辺のどうやって本来の協調性をもって、どう考えているんだろうというようなことをち

ょっともう 1回確認させていただきたい。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 ただいま新井田委員からご質問ありました、質問に対してお答え

いたします。

いま事務のほうから経理の担当主査から説明いたしましたけれども、やはりいま課題に

なっているのが医師の確保というところで、令和 3 年度には整形外科の先生と内科医の先

生が退職されて、そのあと補充というところまでには至っておりません、常勤医としては。

ただ、出張医として水・木・金に来ていただいている先生だとか、あと年休に来ていた

だいている先生はおりますけれども、まずここの整形でいきますとやはり整形の先生がい

ることによって手術もあって、そのあとに入院もあって、リハビリにつながるっていうや

はりその辺のところが正直いま結びついていない大きな要因かなというふうに思っており

ます。そういった部分も含めて、なにがいまうちの中で課題で、なにをしていかなきゃな

らないかっていうところをいまワーキンググループも含めて、また新年度に向けた形とい

うのをいまみんなから洗い出しながら整理している状況でありますので、その辺またある

程度中身が見えてきたら皆さんのほうにご報告させていただければと思います。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 要は対策はあまり考えていないっていうことだよね。医師 2 人とかお辞めに

なる、それはある程度の時期が来るとそういう形になるんだろうし、それはいま現在いる

先生方もその先がそういうことでわかるわけですよ。だから、そういう部分の 2 人お辞め

になるんだからどうするんだとそういう対策があまり講じてられないように見受けられま

す。だから、いま言ったようなことでなくて、やはりこういう部分に関してはこういう対

策をもってやるっていうそういう方向性をその辺を出してもらわないと、収支に関しては

結果の数字の部分もあるだろうし、今後を見据えた数字もあるんだろうけれども、最終的

な数字はそれは結果論だから個人的に言わせると。良いのか悪いのかというのは、もうそ

の時の数字の状況もあるんだろうけれども、ただ問題はプロセスがどうなんだと。私達は

例えばこの医療を守るために、住民サービスするために、先生方が二人辞めたからそれで

いいんだっていうことにはならないよね。だから、その辺の部分をやはりこういう場所で

こういう決算内容だけれども、こういう方向性でやるんだと頑張りますということが非常

に大事なことじゃないかなと思います。だから、次回からはやはりその辺もきちんとした

方向性を見据えた中で、こういう収支的な部分とあわせて報告願えればとそんなふうに思

います。一応、希望なので。

（「関連」と呼ぶ声あり）

平野委員長 東出委員。

東出委員 いま新井田委員が言ったことと私も同感な考えなんですよ。ということは、費

用全体の収支を考えた時、じゃあどうするのかと。先ほどの話の中で、今回は医師 2 人辞

めましたよね。じゃあ一例として挙げれば、医師 2 名どうやって確保するの、どういう動

きをしてきたの、その辺が本当に見えてきていないんですよ。だから、その辺はどうして
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もやはりいま渡辺病院からですよね整形外科の先生が来ているんですけれども、ここは早

急に医師確保という部分に走り回って歩かなきゃならないだろうというふうに私は思うん

ですよ。この内部留保のお金なんですけれども、これはあくまでも新井田委員が言ったよ

うに、今回のこのコロナのための国の交付金なんですよね。それがあるからと言って、あ

なた達甘んじちゃ私はだめだと思う。それはそれですよ。じゃあこのコロナがなかったら

どうなったの、この交付金がなかったらどうだったのというまでやはり掘り下げて、もう

1 回原点に帰って経営とはどうなのという部分を私真剣に考えてもらいたいと思います。

これは、本当にいつかの機会に示してもらいたい。ただ、いま 1 点だけ聞きたいのは、

ここにある知内で△ 285、福島で 188 ってあるんだけれども、これもしかして私 2 ページ

を見てしゃべっているんですけれども、主査は 4 ページで係数を全部言ってくれたんです

けれども、本来 2 ページから入ってってくれれば大して私もよかったんだけれども。それ

でこれどうなんだろう、もし病院で把握していれば聞きたいんですけれども、この福島の

減少、知内の減少分については、このたび江差－函館自動車道が開通して、結構いま救急

車が自動車道を使っていますよね。その前には木古内に一旦入って、そしてそれからあっ

ちに搬送という例があったんだけれども、なんか見た感じですと知内の救急車、福島の救

急車とか直に行っているような感じもするんだけれども、木古内の病院の利用がこの江差

自動車道が開通したことによっての影響っていうのは出ているか出ていないか、ちょっと

これ減少した他町の渡島西部四町の現状っていうのは、把握していますか。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 ただいま東出委員からご質問ありました、まず減少の原因という

細かいところまでは、正直調べておりません。ただ、やはり各町人口も減ってきていると

いう状況も一つの原因ではあるのかなと思っております。

それとあと救急車の直接函館のほうとかに流れているのではないかという話ですけれど

も、基本的にはうちの病院に必ず連絡が入って、もちろん受け入れられる患者については、

うちのほうで対応しますし、症状等によっては直接行ってもらうというような形もありま

すが、基本的にはなんでもかんでも直接そっちっていうことではなく、必ず一度うちに連

絡がきている状況でございます。

平野委員長 東出委員。

東出委員 そうしたら 2 名の医師が欠員になっちゃったということで、例えばうちでいま

まで診ていた 2 名の医師、整形外科と内科医がいなくなったので、やはりやむを得ないな

と函館の病院に送らなきゃならないという実例もあって、然るべきあったんだなというふ

うに理解していいわけですよね。整形外科の先生いないんだから、内科の先生 1 人足りな

いんだから、うちちょっと診られないよという実例も私はあったんじゃないのかなという

気がするんだけれども、その辺は率直に言ってどうですか。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 基本的には当直医っていう部分で対応していますので、もちろん

その日によっては内科の先生、その日によっては整形の先生っていうような状況になりま

すので、もちろん内科の先生で骨折等云々ってなった場合には、レントゲン等は撮れたし

てもそれ以降の部分については、やはり専門医というところに即回したほうがいいってい

うことがあれば、違う病院のほうにっていう転送も考えられるのかなとは思いますけれど
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も、基本その日その日の当直医の先生が診ておりますので、ただうちはもう基本 24 時間救

急の受け入れというのは夜間も通じて行っておりますので、その辺でまず穴を空けている

状況はいまはないです。

平野委員長 あと最初に出た医師確保についての動きが見えないっていうことについては、

答弁漏れだと思うんですけれども。

西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 私も 4 月に病院のほうに行ってコロナ禍というのもあるのかもし

れませんけれども、正直医師確保に向けての行動っていうのは一切とってございませんで

した。ただ紹介会社だとか、あといろんないま病院とのつながりの中で、いろんな確認等

は行ってきております。まだいまはっきりはしていないんですけれども、1 名内科医の先

生で、一度こちらのほうでお話を聞きたいっていうところまではいまやっておりますので、

なんとか確保できるような形で当院としても進めていければなというふうに考えておりま

す。

平野委員長 ほか。

吉田委員。

吉田委員 いま東出委員の中の話があって、知内と福島が大変少なくなっていると。たぶ

んあちらのほうに送迎バスが出ていましたよね、現状。たぶんこれいまコロナの状況で、

その送迎バスが運行していないんですよね、たぶん。しているのかな。その部分でそのバ

スの中が密になるので、来ないっていうのもあるのかなって、ただ自分の中でそういう傾

向もあるのかなというのがあるので、その辺どうなっているのかなっていうことをお願い

します。

平野委員長 西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 送迎のバスの関係なんですけれども、送迎バスについては通常ど

おり運行しております。知内方面、福島方面という形で、実際行っているところです。

すみません一つ報告漏れと言いますか、福島町の患者の受け入れの部分で、当院のほう

で発熱外来等が混み合って対応できない時期については、渡島西部の組合のほうに連絡を

通じて、松前町のほうに一時受入をお願いしているっていう時もございました。第 7 波、

あといまの第 8 波って言っていいのかあれですけれども、現在もいま松前町のほうの協力

をいただきながら進めているところではあります。

平野委員長 ほか。

先ほど西山事務局長が新井田委員の答弁の際に、「ワーキンググループを含めて」という

言葉使ったんですけれども、これって経営改革プランを作成するにあたってのワーキング

グループっていうことなんですよね。私の認識では、令和 4 年に作成されるっていう認識

だったんですけれども、その辺って時期のズレとかって最初にお話いただいた時から変わ

っていますか。

西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 平野委員長からいまご質問ありましたワーキンググループの内容

なんですけれども、これにつきましては強化プランの策定というところで、現在病院のほ

うでも動いている状況です。いまこのワーキンググループの内容で話しあっている内容に

つきましては、やはりいまのこの病院の現状、上半期の令和 3 年度の決算等も含めて、も
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ちろんコロナ禍で補助金の部分もあって黒字っていうふうには見えるんですけれども、実

際医療だけで考えた時には、やはり 1 億・2 億という毎年赤字になっている状況がござい

ます。これもいまのコロナの補助金がなくなることによって、もう何年か後にはやはり減

っていくという状況も見えていますので、その部分については当院としてもいまある 2 病

棟を 1 病棟にするだとか、99 床減らして対応していくだとか、出張医でいま来ていただい

ている部分の実績等も踏まえて、ちょっと減らせるものは減らすだとか。

平野委員長 西山事務局長、聞いたのはワーキンググループの話の内容をどういう話され

ているっていうを一生懸命されているんですけれども、当初計画から変わりましたかって

いうことだけ聞いたんですけれども。

西山病院事務局長。

西山病院事業事務局長 現在、令和 4 年度中に策定っていうところでは動いているんです

けれども、いま今後の 5 か年計画、今後病院がどういう体制でいくというところは、いま

定まっていないところで、収支計画のところがいま正直出せない感じで進んでいましたの

で。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 10 時 39 分

再開 午前 10 時 44 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ以上をもちまして、病院のほうの上半期の収支状況について、終え

たいと思います。

続いて、高齢者介護サービス事業会計にすぐ入りたいと思いますけれども、暫時、休憩

をいたします。

休憩 午前 10 時 45 分

再開 午前 10 時 46 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

引き続き、病院事業で高齢者介護サービス事業会計の上半期の収支状況について、説明

をお願いいたします。

東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 皆さん、おはようございます。特養いさりび、東で

す。きょうは、よろしくお願いいたします。

それでは、資料の説明に入る前に、前段詳細の前に、特徴的事項を簡単に説明させてい

ただきまして、詳細の説明のほうに入らせていただきたいと思います。

まず特養についてですが、9 月末時点で 79 名の入所者となっております。4 月当初は 73

名の入所者でしたが、この間、入所の申込者数や短期利用者からの入所の切り替わりなど
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で、8 月上旬に満床となっております。待機者については、9 月末時点で 9 名程度、引き続

き関係機関などとの連携により、利用者の確保に努めているところです。

短期利用者につきましては、入所利用者が少なかった時期に積極的な受け入れを行いま

して、利用者が増となっております。

通所リハビリにつきましても、新型コロナウイルス感染対策の利用制限を設けている中

で、前年度より利用者の増となっております。

職員数については、全体職員で 87 名、前年度より 1名多い状況となっております。

新型コロナウイルスの職員の感染についてですが、5 月・8 月・9 月に職員の感染が確認

されております。この間、対策を講じてきたところです。9 月には利用者への感染も確認

され、皆さんに大変ご迷惑をかけてしまいました。職員の感染経路は、ほとんどが家族か

らの感染となっております。施設の感染対策は、特養では面会の制限でオンライン面会実

施、通所と短期入所については、本人や家族で感染が疑われる症状がある場合については、

利用を控えていただいております。職員についても同様な対応で、職務を控えていただい

ていると。

また、ワクチンの接種状況ですが、ほとんどの職員が 4回目の接種を終えています。

また、利用者については、8割方が接種を済んでいるという状況です。

このような状況を踏まえた結果、損益では約 1,360 万円の黒字となっております。

10 月以降も関係機関としっかり連携を図り、利用者の確保に努め、収益の増収を図って

いきたいというような説明とさせていただいて、詳細のほうを説明させていただきます。

資料の 8ページをお開き願います。

平野委員長 東事務長すみません、いまの説明で一番最初に言った、現在の入所者数と待

機者数をもう 1回教えてください。

東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 上半期での説明ということで、9月末現在です。

79 名です。待機は 9名程度です。

それでは、資料のほうの説明に入らせていただきます。8ページです。

上段の表です。上半期利用状況というところで、入所です。

入所者延人数、令和 4 年度で 1 万 3,678 名と 503 名増えております。1 日平均あたりの

人数ですが、74.74 名と 2.75 名増えております。1 日あたりの単価については、1 万 3,528

円となっております。

短期入所につきましては、延人数 821 名と 311 名増えております。1 日平均あたり 4.48

名と 1.7 名増えております。1 日あたりの単価では、1 万 2,954 円と前年度より 930 円増え

ております。これの要因といたしましては、全体数が 300 名増えていますが、311 名増え

た分が要介護者の利用者数が増えていることから、単価が増えているという状況となって

おります。

通所につきましては、延人数 2,702 名と前年度より 120 名増えております。1 日平均あ

たり 17.3 名と 0.88 名増えている状況です。

続いて、中段です。

特別養護老人ホーム事業収益です。

施設運営事業収益全体で 1 億 9,570 万 6,939 円と前年度より 1,024 万 7,590 円増えてお
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ります。内訳といたしましては、施設介護料これが入所の部分になります。1億 5,465 万 8,

258 円と 179 万 5,694 増えております。

居宅介護料 829 万 327 円と前年度より 315 万 1,460 円増えております。

利用者等利用料では、3,271 万 8,154 円と 527 万 9,900 円増えております。

続いて、事業外収益です。

1,134 万 6,775 円と前年度より 920 万 8,824 円増えております。大きなものといたしま

しては、他会計負担金として今年度から企業債の利子の負担を町のほうでしていただいて

いることから、その分が増えております。

また、国庫補助金で 122 万 3,211 円増えておりますが、介護職員の処遇改善支援補助金

がこの分にあたります。

あわせて、2 億 705 万 3,714 円と前年度より特養ショートの収入で、1,945 万 6,414 円増

えております。

続いて、下段です。

通所リハビリテーション事業収益になります。

施設運営事業収益で 2,799 万 9,822 円で、115 万 965 円の増となっております。

事業外収益では、36 万 8,511 円の増となっております。

あわせて、2,836 万 8,333 円と 152 万 6,476 円となっております。

続いて、9ページです。

事業費用になります。特養の事業費用で、施設運営事業費用 1 億 9,598 万 860 円と 490

万 5,181 円の増となっております。

詳細では、給与費 1億 2,686 万 312 円と 165 万 8,854 円増えております。

定期昇給分、または職員が 3名増えていることから増となっております。

続いて、経費です。

2,153 万 2,358 円と前年度より 261 万 9,796 円の増となっております。

主に光熱費、電気料、あとＡ重油の単価増に伴う増額となっております。

続いて、施設運営事業外費用になりますが、9,961 円と前年度とほぼ同額となっており

ます。

事業費用と事業外費用あわせて、1 億 5,990 万 821 円と前年度より 490 万 4,776 円の増

となっております。

続いて、通所リハビリテーション事業費用です。

2,577 万 7,365 円と前年度より 109 万 4,754 円となっております。

大きなものといたしましては、給与費で 2,408 万 2,470 円と前年度より 134 万 3,731 円

が減となっております。

リハビリ職員の会計年度任用職員の 1 名が退職したことによる給与費の減となっており

ます。

それを踏まえて、損益になります。

事業損益では 194 万 8,536 円の黒字、経常損益では 1,365 万 3,860 円の黒字とともに、

上半期では黒字状況というようなことになっております。

続いて、10 ページ・11 ページです。

10 ページが特養の入所者状況、11 ページが通所リハビリの利用者状況となっております。
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10 ページでは、4 月・5 月 6 月では入所と退所者がほぼ同一な人数となっていますが、7

月・8月・9月で利用者を受け入れたことから 80 名近い人数となっております。

続いて、資料の 12 ページです。

キャッシュ・フローの予算の予定となっております。

このままの利用者を推移していきますと現金ベースでは、下段の下から 3行目です。

資金増加額または減少額ということで、1,200 万円のマイナスとなるだろうという試算

をしております。

13 ページが収支計画書です。

令和 4年度の見込が右から 2列目になります。このままでいくと全体で入所では 75.4 名、

ショートでは 3.5 名、通所では 17.5 名を基本とした収支計画書となっております。

このことから入所の利用者をもう少し増やしていければ、この現金のマイナスも少しは

減っていくのかなというふうに思っていますので、待機者の確保及び利用者の継続的な確

保ということで、引き続き頑張っていきたいというふうに思っております。

以上、資料をもとにした説明です。よろしくお願いいたします。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

安齋委員。

安齋委員 ちょっと聞き漏らしたのかもしれないんですけれども、8 ページの表の短期入

所の令和 4 年度、510 から 821 に増えましたよという説明を受けたんですけれども、増え

た要因って説明されていましたでしょうか。

平野委員長 東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 いま短期の利用者が増えた要因ですが、4 月・5 月・

6 月が長期な特養で言う利用者が少なかったことから、ショートの受け入れを積極的に行

いました。そのことからある程度満床であればショートの利用者を一定程度現場の状況も

踏まえた上で、前年度でも平均だいたい 2 名から 3 名程度だったんですが、この間 5 名か

ら 6 名程度のショートの受け入れをしたことによって、利用者が増えてきたということに

なります。また、その方々がショートを利用することで長期のほうに切り替わったりもし

ていましたので、この間ショートの受け入れをケアマネさんを通じて積極的に受け入れま

すというようなことをしたことから、ショートの利用者が増えたというふうになっており

ます。以上です。

平野委員長 安齋委員。

安齋委員 長期のベッドの空きがあった分に短期の人達がいろいろ入ってきたっていう形

ですか。

平野委員長 東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 いまのショートの流れですが、まず長期で 80 床、シ

ョートで 8 床あります。実質実際、マックス入れると 88 名の利用者さんをいさりびで受け

入れることができます。ただ、入所の状況が 80 床で、ショートが 8 床丸々受け入れると夜

勤者の対応がなかなか厳しいんだっていう状況の中で、ある程度ショートの利用者数を制

限しながら、いままでは調整しながら受け入れてきていたんですが、特養の利用者数が少

なかった時期にショートの利用者をマックス 8 まで受け入れましょうと。なので、全体の

数とすれば 80 だったり 81・82 というような 1 日あたりの利用者数にはなるので、そこは



- 19 -

現場で頑張りましょうということから、ショートをまずはたくさん入れて 1 日あたりにの

利用者数は確保してきたという状況の中で、特養の利用者数が少ない間なんとかして、経

営を守るためにショートをたくさん入れたというところで、ショートの利用者数がいま現

時点で増えているという状況です。以上です。

平野委員長 東出委員。

東出委員 短期の入所なんだけれども、ここでちょっと私自身聞きたかったのが利用者負

担ってあるでしょう。入所であろうが短期であろうが通所であろうが、ただここの 8 ペー

ジ、利用者負担が去年は 1,948 円、ところが上半期になると約 1,000 円も上がって、パー

センテージでいくと 46.6 ％と異常にここ跳ね上がっているんだけれども、これはどういう

ことでこれまで数字約倍になっちゃったんだよね。それでも利用者が 8 名とか何名とかっ

て増えて、あなた達も頑張ってきたんだけれども、それはそれと理解するんだけれども、

利用者負担が約倍になってしまったのはこれなんなのかなというのと、今度 10 ページ。

ここで、新規入所者ってあるでしょう。ここで、かつてない数字が 6 名という数字にな

ってしまって、これが大きくウエイトを占めたのかなと思うんだけれども、これは短期入

所からの滑り込みでなったのか、その辺ちょっと要因教えていただけますか。

それから同じ 10 ページ、平均年齢を見ると女性はもう 90 歳以上ですよ。男性は 86 なん

だけれども、ここはいま女性が男性より長生きするのはこれ 4 年・5 年長いのはわかって

いる平均年齢で。ただここでちょっといまはじめて気が付いたんだけれども、要介護 3・4

・5、これ見ていくと要介護 5 になると男はずっとゼロ、そして女性は 14 から 16 に跳ね上

がっているんですよ。介護 4 にしても男性は一ケタだけれども、女性はもう 20 何人という

こういう現状から、ほとんどそうすると寝たきりの状態というふうに私素人判断よりでき

ないんだけれども、やはりそういう部分での入所者の動きってちょっと私勉強不足なので

教えていただけますか。

平野委員長 東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 それでは、3点あったと思います。

まず、ショートの利用者の負担金が前年度より多くなっているというところになります。

この利用者の利用料が多くなる原因っていうのは、利用するかたの所得割合によって、

まず利用者の負担金って変わります。例えば非課税世帯で収入があるかどうか、非課税世

帯でも収入が、そこで所得の状況によって食費と居住費ってかかるんですが、所得と居住

費を利用者が負担する金額、所得の階層によって違うんですね。そこが今回利用してきた

人達の所得がある程度高い人の負担が多い人達が入れば当然単価は利用者負担金は高くな

るというような状況ですので、今回増えた理由とすればそういう方々の利用が増えたとい

うところになります。

あと 7 月に新規の利用者が 6 名増えた要因とすれば、ショートから特養に変わったかた

もいます。大変申し訳ございません。6名のうち何人がそこに振り替わったかというのは、

いま手元にないのでなんとも言えませんが、ショートから受け入れた中で特養に移ったか

たというのは、ある一定数いますので、6名の中にもその方々は入っています。

あと年齢構成の平均年齢いま 90 いくかいかないかなんですが、これの入所者の動きでい

きますと毎年だいたい待機者という方々は、1 か月あたり 2 名前後ですので、年間であれ

ば 20 名から 24・25 名くらいになります。ほとんどのかたが亡くなられるかたです。ほと
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んどのかたが亡くなられて、退所というような形になりますので、男女は別としても平均

年齢が高いことからそういうような状況になっていて、その方々が退所になって、そのタ

イミングで入所の人達を待機者がいてどの程度入れられるのか、または待機するタイミン

グがとても多い月もありますし、全くない月とかもあるので、その中で入所者の動きって

いうのは出てきます。

介護 3・4・5 の主な状況、実際いま 5 になればほぼ職員が手をかけなきゃならない状況

です。3 でも自立しているかたもいますし、ある一定程度の介護を必要としているかたも

いますので、一概にどのくらいがというのはいま私の把握している中で、なかなか説明は

できないんですが、当然介護 4・5 の利用者数が多いと職員のほうの手もかかるというよう

な状況です。

平野委員長 東出委員。

東出委員 だから、介護 4 だったら男もだいたい 4・5 名でしょう。今度、介護 5 になっち

ゃったら男がゼロなんですよね。そこがちょっと知りたかった。

それと、全て聞いた中で利用者負担もそれから新規入所者のこの 6 名の関係もわかりま

した。ただそうすると、最終的にいままで大変東事務長、議会に来るたびに大変な思いも

してきたと思うんだけれども、ある一定程度この状況を見た限りでは、収支トントンでこ

れから先コロナだとか、それから人口減少だとか近隣にもいろんな施設があるわけですよ。

そうすると、入所者の取り合いって言ったら語弊あるけれども、そういう状況下におい

ても老健いさりびはなんとか将来 3 年・4 年先を見た時に、だいたいことしの計画を見た

中では、だいたい係数っていうのは掴めて、そして職員もある程度落ち着いた状況の中で

いくと将来展望としては、今度は好転と言わないけれども、収支トントンでいけられると

いうふうな状況であるのかどうなのか、その辺いま率直な考え方をお伺いしたいと思いま

す。

平野委員長 東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 まずは、介護度 4 のかたには男性がいて、介護度 5

のかたに男性がいないという状況なんですが、大変申し訳ございません。私もなぜいまこ

ういう状況、当然入所した段階での利用者数にはなりますので、これが途中の中で亡くな

ったりだとかというところで当然増減はしていると思うんですが、そこまでの数字の把握

をしていませんので、大変申し訳ないんですがいま答弁できないということで申し訳ござ

いません。

あと、今後の収支展望というか長期的な部分でいきますと、昨年来というか以前から入

所者の確保については、いろいろ私のほうで説明をさせていただきながら、委員さん方か

らもたくさんの意見をもらいながら、なんとかいまこの場で 80 になりましたということで、

説明させていただいております。ただ、待機者も実際 9 月末時点で 9 名っていうような話

をさせていただいた中で、11 月末では 14 名までまた増えてはいるんです。ただ、以前も 8

0 までいったあとの継続的な確保というところがやはり人の増減の中で減ってきて、また

増えていっているというのが状況ですので、このままの推移でいけばある一定数の収支を

確保しながら、経営はできていけるかなとは思いますが、またどこのタイミングで利用者

が少なくなるのか、待機者の申し込みが少なくなるのかっていうところでいくとまだまだ

安心できるような状況ではないなと。
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また、当然この運営をしていくためには、職員というのが絶対的に必要でして、いま現

時点では職員は足りてはいるものの、やはり 60 歳以上の高齢のかたが 1 割・2 割のかたが

いますので、いつどこでリタイヤするかもしれないというところを考えると、継続的な職

員の確保というのはしていかなきゃならないんですが、いまある一定数の確保できている

状況の中で、職員募集はかけてはいるんですが、やはりタイミングによって全くない時期

が応募がない時期というのがありまして、ここ何か月間は全く話がない状況です。なので、

これは継続的にしていきながら、継続的に収支を考えた中で利用者の確保、当然職員の確

保もしていきながら、良い報告ができるように頑張っていきたいというふうに思っており

ます。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、竹田委員。

竹田委員 いま東事務長のほうから報告があったように、入所者が当初の計画どおり 80 名

前後に推移しているって大変経営的には良くなったなっていうふうに思っています。

ただ、いま上半期の収支状況を見ますと、確かに前年と比較して 2.7 名増えている。そ

の割に例えば施設の介護料が前年比の中で、180 万に満たないっていうようなことからし

ますと、なにが少なかったのかっていうのがちょっとわからないんだよね。当然、費用と

の関係もあるんだけれども、まず入所者と施設の介護料、これがちょっと少ないかなって

いうような思いがあるものですから、その説明。

平野委員長 東事務長。

東特別養護老人ホームいさりび事務長 いまの資料 8 で言う施設介護料の増加と 1 日あたり

の利用者数の金額の差異がちょっと違うのではないかというような少ないのではないかと

いう質問だと思うんですが、実はこれは先ほど東出委員さんからも出た利用者の利用料、

要は個人が負担する分が増えているということで、全体でいくと特養で増えている金額と

いうのは、施設収益で 1,020 万円ほど増えていると思うんですが、そのうち特養で増えて

いるのは、570 万ほどです。180 万ほど施設介護料で増えているんですが、これはあくまで

も介護報酬として入ってきた分です。施設と利用料の中に特養の分としてだいたい 400 万

くらい増えているものが 520 万ほどのうち、400 万くらいが特養のほうで増えていますの

で、これは要は個人負担というか 1 割負担だったり 2 割負担だったりということで、介護

報酬が少なくなって、その分利用者の負担が増えているというところで、数字が介護報酬

に入るか利用者等利用料に含まれるかというところでなっていますので、全体でいくと特

養では 570 万ほど、ショートでは 450 万ほど上半期では利用者が増えた分として増えてい

る内訳となります。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 なければ以上をもちまして、高齢者介護サービス事業会計の上半期収支状況

を終えましたので、病院事業全ての調査を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

11 時 30 分まで、休憩といたします。
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休憩 午前 11 時 17 分

再開 午前 11 時 30 分

＜建設水道課＞

・簡易水道事業会計及び下水道事業特別会計の上半期収支状況について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いては建設水道課で、簡易水道及び下水道事業特別会計の上半期収支状況についてで

ございます。

早速、簡易水道事業会計の上半期収支状況について、資料の説明をお願いいたします。

構口課長。

構口建設水道課長 改めまして、おはようございます。

はじまる前にあたって、資料の差し替えということで、不備がありましたことをお詫び

申し上げます。

なお、資料のほうの差し替えのほうは、下水道会計のほうで 10 と 11 ページ、この 2 枚

のうちの一部の数字が修正ありましたので、今回訂正させていただきました。申し訳ござ

いません。

それでは、簡易水道事業会計の業務状況について、担当のほうから説明させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

平野委員長 石川主査。

石川主査 おはようございます。建設水道課の石川と申します。

本日の資料 1 ページから 7 ページまでは、令和 4 年度上半期簡易水道事業会計業務状況

報告書、8 ページから 15 ページまでは、令和 4 年度上半期下水道事業特別会計業務状況報

告書となっております。

それでは早速、上半期の簡易水道事業会計のほうから説明させていただきます。

はじめに、2ページをお開きください。

令和 4 年 9 月 30 日現在の業務状況は、給水件数 2,073 件、有収水量 16 万 8,671 ｔ、有

収率 72.60 ％となっております。前年同期比較では、給水件数は、家庭用、営業用の減少

により 35 件の減、有収水量では、団体用、営業用、浴場用において増加、家庭用、工業用、

臨時用で減少し、全体として 873 ｔの減、有収率については、2.51 ％の減となっておりま

す。

財政状況につきましては、損益計算書総収益 7,040 万 4,933 円に対し、総費用 5,491 万

8,782 円、上半期経常利益が 1,548 万 6,151 円となっております。

収支の概要としては、給水収益が 5,611 万 870 円、費用では営業費用 5,067 万 2,734 円、

営業外費用 424 万 6,048 円が主たるものとなっております。

前年同期との比較では、給水収益が 14 万 8,366 円の減、営業費用が 165 万 432 円の増加、

営業外費用が 8 万 2,469 円の減少となり、上半期経常利益では、113 万 1,734 円の減少と

なっております。

下半期の収益的収入においては、例年、冬期間においての一時的な水道の閉栓及び使用

量の減少による水道使用料の減収が見込まれるため、料金回収等の収益確保に努めます。
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また、資本的支出においては企業債の償還金が負担が大きいため、費用削減に取り組み、

現金の不足がないように取り組んでまいります。

続いて、3ページをお開きください。

令和 4年度上半期簡易水道事業会計損益報告書（税込）、9月 30 日現在の状況です。

1の総収益が 7,040 万 4,933 円、内訳としましては（1）営業収益 5,634 万 870 円、（2）

営業外収益 1,406 万 4,063 円となっております。

これに対し、2.総費用が 5,491 万 8,782 円、内訳として（1）営業費用 5,067 万 2,734

円、（2）営業外費用 424 万 6,048 円で、総収益から総費用を引きました 1,548 万 6,151

円の経常利益となっております。

また、総費用のうち（2）営業外費用は、企業債償還金の支払利息となっております。

続きまして、4ページをお開きください。

上段は上半期調定状況で、前年同期と対比したもので、前年同期と対比し、少し減少と

なりました。

月平均調定件数は 35 件の減、1件平均調定額は 63 円の増となっております。

有収率は前年度 75.11 ％に対し、今年度は 72.60 ％、比較対比 2.51 ％下がっております。

下段の上半期事業収支状況で、これも前年同期と対比したものです。

収入合計 7,040 万 4,933 円、43 万 6,229 円の増、支出合計 5,491 万 8,782 円で、15

6 万 7,963 円の増となりまして、収支差引で 1,548 万 6,151 円、113 万 1,734 円の減となっ

ております。

続きまして、5ページをお開きください。

下半期給水収益決算見込についてです。

上段の表は、上半期水道料金の調定状況にあわせ、4 月から 9 月までの水道料金とメー

ター使用料に消費税をあわせまして、5,611 万 870 円となっております。

次に中段の表は、下半期の水道料金の調定見込みとなります。

11 月から 3 月までは、令和 3 年度の実績を比率にし算出しており、下半期計欄、水道料

金・メーター使用料に消費税をあわせまして 4,897 万 6,274 円で、令和 4 年度の合計は 1

億 508 万 7,144 円となる見込みです。

次に下段の表ですが、令和 4年度の予算に対する給水収益決算見込みとなります。

続きまして、6ページをお開きください。

令和 4年度の簡易水道事業会計決算見込み状況です。

決算見込額は収入 1 億 4,356 万 4,000 円、支出は 1 億 3,409 万 3,000 円となっており

ます。

続きまして、7ページをお開きください。

水道料金の過年度滞納状況ですが、上段の表が過年度、下の表が現年度の未納額となっ

ております。過年度の滞納額 218 万 7,992 円、現年度の滞納額 152 万 3,953 円となって

おります。

下段の表は、督促等の状況をまとめたものですのでご参照してください。

まとめとしまして、上半期は給水件数、給水収益ともに減少、減収となっております。

下半期におきましても上半期同様、家庭用の減少及び冬期間の使用水量の減少等が予想

されることから、さらなる料金回収等に努めてまいります。
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また現在、簡易水道事業中長期計画の中で老朽化している施設、配水管や計装設備の更

新を順次行っており、資本勘定における建設改良費や企業債の償還が今後も続くことから、

健全な運営に努めたいと思います。

以上で、簡易水道の説明を終わらせていただきます。

平野委員長 まず簡易水道について説明いただきましたので、質疑をお受けいたします。

東出委員。

東出委員 いま説明の中でまとめとしてというところで、「料金改定」という文言が私ちょ

っと耳に入ったんだけれども、これ現状どういうふうなことになっていくのか、現段階で

お知らせできる部分あればお知らせしていただきたいなと思います。

平野委員長 東出委員、いまの上半期の上下水道終わったあとに、その他の報告でなにか

今後の考え方が聞けるそうですので、後ほどに回していただいてよろしいですか。

東出委員。

東出委員 それじゃあ、先ほど前段に国保病院の上期の収支決算の話が出たんですけれど

も、ちょっと休憩なら休憩してもらってもいいんですけれども。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 41 分

再開 午前 11 時 43 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかの質疑はいかがでしょうか。

新井田委員。

新井田委員 私のほうから一つお伺いします。

7 ページの督促等の状況なんですけれども、まず全体的な数字はこれはどんな例えば前

年より減っているんだとか増えているんだとかっていう要素をまず確認したいのと、それ

と給水停止執行っていうことで 1件出ていますよね。これのある程度理由付けっていうか、

その辺の確認をさせていただければと思うんですけれども。

平野委員長 石川主査。

石川主査 ただいまの新井田委員の質問にお答えいたします。

督促等の状況につきましては、月によっても変わったりするものですけれども、昨年度

と大きく差異というものはございません。給水停止につきましては、いま 8 月に 1 件とい

うふうに入っているんですが、個人情報的な部分は伏せるんですけれども、うちのほうで

も給水停止を執行するまでに通知も行って、執行したあとも訪問もして何度か伺っている

んですが、現状会うことができなくて、おそらく出稼ぎとかで不在にしているかたではな

いかなというふうに認識しております。以上になります。

平野委員長 ほか。

私から、何年か前に有収率がまだ右肩上がりの時があって、その時に木本（邦）主査に

今後施設の老朽化がどんどん訪れるので、有収率は下がっていくだろうっていうのをよく

記憶しているんですけれども、まさにこのとおり令和 4 年については 72 ％まで下がって、

この中でこれだけ下がってでも当然毎年度の設備の改修工事を行っていると思うんですけ
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れども、いま現在、有収率が下がるっていうことは漏水の箇所も相当数あるのかなって想

像するんですけれども、工事費は限られているわけですから漏水があっても実際直せてい

ない箇所っていうのはあったりするんでしょうか。どの程度その辺のやり繰りってされて

いるんでしょうか。

木本（邦）主査。

木本（邦）主査 水道管からの漏水についてでございますけれども、毎年度およそ予算とし

ましては、100 万円程度の漏水調査という委託業務、こちらを委託しております。今年度

も実施しておりまして、主に泉沢地区で何箇所か漏水を発見しております。

町内の水道管全体で、町が有するいわゆる本管と言われる配水管です。こちら約 90 ｋｍ

あるんですけれども、毎年毎年漏水調査を委託するにあたっては、担当のほうで地区をあ

る程度漏水量が多いと思われる箇所、これを選定して漏水調査を実施しております。

有収率ですので、当然無効水量と呼ばれる漏水を解消していくことが課題になるんです

けれども、現状としては町内を大きく分けてブロックにしか分けて計量することができな

いということで、そういった面からも設備投資を例えばすれば、もう少し細分化したよう

な不明水量と言いますか漏水量の把握、こちらのほうはできるようになってくるかと思い

ます。以上です。

平野委員長 ということは、現在は調査している中で漏水がある箇所については、全て改

修の網羅されているものなのか、調査されている中でも漏水している量を含めて、やれず

にいるところがあるのか。そこを聞いているのと、ブロックに分けているということは、

ブロックについて 5 年に 1 回しか調査されない、1 回調査すると 5 年間は空白が空くって

いう認識でいいんですか。

木本（邦）主査。

木本（邦）主査 漏水調査の結果、発見した漏水につきましては、当然ながら漏水調査をし

た調査員のかたは、ある程度限定した範囲で 1ｍ手法とかでマーキングしていきますので、

調査には随時できるだけ早く入っております。ただ、漏水量が微量ですと調査員のかたも

「ここです」というような先ほど言いました 1 ｍ手法のマーキングというのがなかなか不

明確なところもあって、そういった箇所については保留というような形になる場合も

場合によってはあります。

それから、漏水量の 5 ブロックの分けですけれども、実際には 5 ブロックを 5 年間かけ

てやるっていうことではなくて、1 ブロックあたりも例えばそれを 2 年・3 年かかっている

という予算上のお話になりますけれども、そういうような内容になります。

平野委員長 質問の趣旨が発見したところは全て工事をやれているっていう認識でいいん

ですか。それと 2・3 年かかるということは、単純計算 5 ブロックだから、3 年かかったと

したら 12 年間空くってこと、その間は調べていないっていうことですか。

木本（邦）主査。

木本（邦）主査 たびたびすみません。町内一円に漏水しているエリアというのは、一様に

分布しているわけじゃなくて、漏水の多い箇所と漏水の少ない箇所というのがありますの

で、漏水のほとんど少ない箇所っていうのは実際にはあるんです。そういった箇所につい

ては優先順位が低いので、調査の対象からは外しております。計量して先ほど言いました

5 ブロックで計量した中の漏水量が増えてきているとか、ここは集中的に入りたいという
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ようなところを優先順位を付けて入っているというような考え方になっております。

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 49 分

再開 午前 11 時 54 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ちょうど休憩を挟んで上水の質疑が終わりそうなので、あと皆さん質問なければ上水を

終えたいと思いますし、よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 それでは以上で、簡易水道の事業会計上半期の収支については終えて、下水

に入る前に昼休憩にしたいと思いますので、午後 1時より再開いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前 11 時 55 分

再開 午後 1時 00 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

午前に引き続き、建設水道課の調査を行います。

下水道事業特別会計の上半期収支状況について、早速資料の説明をお願いいたします。

石川主査。

石川主査 それでは、下水道の説明をさせていただきます。

資料につきましては、8ページから 15 ページまでとなっております。

はじめに、9ページをお開きください。

令和 4年度上半期下水道事業特別会計の業務状況について、説明をさせていただきます。

令和 4 年度下水道事業特別会計の上半期の業務状況は、整備面積 113.8 ｈａ、管渠整備

延長 20.3 ｋｍ、水洗接続戸数 788 戸、接続率は 64.9 ％となっております。

下水道使用料は、現年・過年度分をあわせて 1,635 万 1,000 円の調定額に対し、1,601

万 7,000 円の収入であり、収入率は 97.9 ％です。

受益者負担金は、現年・過年度分をあわせ 827 万 9,000 円の調定額に対し、473 万 9,000

円の収入で、収納率は 57.2 ％です。下半期におきましても、さらなる下水道接続率と、収

納率の向上に努めてまいります。

続いて、受益者負担金調定・収入状況についてですが、9 月末現在で現年度分調定額で 6

06 万 1,414 円に対し、収入済額は 462 万 4,624 円で、収納率は 76.3 ％、過年度分調定額

221 万 8,498 円に対して、収入済額が 11 万 4,605 円で、収納率は 5.4 ％となっておりま

す。

下水道使用料については、9 月末現在で現年度分調定額 1,628 万 9,020 円に対し、収入

額 1,597 万 3,540 円で、収納率は 98.1 ％となっております。

過年度分については、調定額 6 万 2,260 円に対し、収入額 4 万 3,560 円で、収納率は

70 ％となっております。
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すみません、先ほど説明した文言で一つ説明させていただきます。

受益者負担金の過年度分の収納率についてですが、5.4 ％と言いましたが、5.2 ％でした。

失礼しました。

続きまして、10 ページをお開きください。

業務報告になりますが、9月末現在で行政区域内人口は 3,754 人で、下水道普及人口は 2,

352 人です。

整備処理面積は 4.7 ｈａ増の 113.8 ｈａ、管渠整備延長が 20.3 ｋｍとなっております。

接続状況につきましては、14 ページに月ごとの計画と実績を記載しておりますので、ご

参照ください。

中段にあります収支状況ですが、歳入歳出の本年度予算額 3 億 3,668 万 6,000 円に対

して、9 月末の収入済額 2,378 万 4,973 円で、執行率 7.1 ％、歳出 1 億 5,264 万 9,895

円で、執行率 45.3 ％となっております。

続きまして、11 ページをお開きください。

下水道事業会計決算見込みですが、歳入 3億 3,935 万 2,000 円、歳出 3 億 3,934 万 1,

000 円となっております。

続きまして、12 ページをお開きください。

下水道事業整備箇所図についてですが、図面の赤実線で表示している箇所が今年度にお

ける新設管渠の工事となっております。

13 ページにつきましては、下水道使用料の状況を記載しております。

続いて、14 ページをお開きください。

下水道接続件数ですが、供用開始世帯数は 36 戸増えまして 1,214 世帯、接続戸数は 13

戸の接続があり 788 世帯となり、接続率 64.91 ％となっております。

引き続き、接続件数の増加に努めてまいります。

続きまして、15 ページをお開きください。

受益者負担金及び下水道使用料過年度未納状況については、上段が過年度、下段が現年

度未納額となっております。過年度につきましては 274 件、210 万 3,893 円、現年度 148

件、143 万 6,790 円となっております。

次に、下水道使用料過年度未納状況についてですが、過年度 5 件、1 万 8,700 円、現年

度 91 件、31 万 5,480 円となっております。

まとめといたしましては、上半期は受益者負担金の収納率が 7 割以上、使用料について

も 10 割に近い収納率となりました。下水道も平成 17 年の供用開始から 17 年が経過し、あ

と 3 年ほどの管渠工事で完了することとなります。今後は、下水道事業も施設維持のため

更新費用が発生してまいります。

以上で、下水道の説明を終わらせていただきます。

平野委員長 下水道の上半期の収支状況の説明をいただきましたので、質疑をお受けいた

します。

下水道については、午後を挟んでいただいたので、質問を待っているかと思うんですけ

れども、どうですか、ないですか。

因みに接続率を現在 64.9 ％、残りの 35 ％で 400 件ちょっとくらい、これらの方々が接

続する見込みと言いますかそういうのってどの程度見込んでいますか。
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構口課長。

構口建設水道課長 いま接続率についてのご質問というかどのような状況かということで

ございます。

確かに接続の件数に関しては、まだまだ厳しい部分があるかと思っています。その中で

私どもがいま行っていることとしましては、接続のお願いということに関しましては、そ

の都度年に 1 回とかということでお願いはしております。しかしながら、やはり現状を見

ますと高齢のかたが著しく多い中で、接続に関しては結構難しいという意見もありながら、

そういう現状はあるということも事実でございます。その中で、まずはお願いベースには

なるんですが、そういったことでできることを現課としてはやっていくということで、い

ま段階としましては、接続率に関しましては、目標数値として 7 割くらいのことを年間や

っていますが、それを維持するような形で動いているような状況です。

平野委員長 維持と言いますか残り 3年の工事で終わって、分母の数って決まりますよね。

ですので、いま 7 割には達していないですけれども、7 割の維持を目標というのはちょ

っと低いんじゃないのかなと個人的に感じていて、当然いま課長おっしゃられるように、

高齢に伴いじゃああと何年住めるのっていう話からお金をかけてやるっていうことになら

ないのも気持ちはわかるんですけれども、現状、見込みというのは例えば 400 数十件残り

あるうち、残り 3 年できっともう少し未接続の件数って増えると思うんですけれども、例

えばこのうちの明らかに高齢で何百件はだめです、しかしながらお願いすれば接続しても

らえる世帯がどのくらいありそうだみたいなデータ上の見解っていうのは、持ち合わせて

はないですか。

それと、お願いをしている現状ということでどのような形で、年に 1 回のお願いってい

うのはどのような形でのお願いっていう取り組みをされているんですか。

岩本主査。

岩本主査 残りの未接続世帯約 400 件につきましては、2・3 年に一度のローテーションで、

実際に個別訪問を行っております。個別訪問の中で、その理由が未接続の理由が資金面な

のか、大家さんの関係なのか、家の状況なのか、一応聞き取りしまして、個別訪問のほう

を行っております。先ほどの率の話なんですけれども、都市部の率を見ると函館市でだい

たい古くから下水道をやって 85 ％程度、なので近隣の状況を見るとそこら辺が限界と言い

ますか限界にはしたくないんですけれども、そこら辺が目処、一つの目標として掲げられ

るのではないかなと思っております。以上です。

平野委員長 その個別訪問の結果の資金なのか大家さんの都合なのかっていうのを聞き取

りしている部分の資料っていうか集約はされているんですか。

岩本主査。

岩本主査 実際件数まではカウントしていないんですけれども、およそ 8・9 割方は資金面

という形で、戸別訪問の結果出ております。

平野委員長 わかりました。

ほかどなたか、よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 ないようですので、その他ということなんですけれども、副町長のほうから

休憩の中での報告にしますか。先ほど東出委員の質疑の中で、金額についての町の考え方
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の報告をしたいということもありましたので、休憩の中で報告を受けたいと思いますので、

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 13 分

再開 午後 1時 21 分

＜その他＞

・行政からの報告（佐女川跨線人道橋について）

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

建設水道課についての質疑なにか、全体とおしてでも、なければ建設水道課の質疑はこ

れで終えまして、建設水道課絡みのその他で行政からの報告ということについて資料がご

ざいますので、説明をお願いいたします。

構口課長。

構口建設水道課長 それでは、その他項目ということで報告させていただきたいと思いま

す。

資料のほうは、佐女川跨線人道橋ということで、建設水道課の資料で 2 枚ほどの資料に

なっています。

佐女川跨線人道橋についてでございます。

現状、小学校裏の線路をまたぐ佐女川跨線人道橋なんですが、皆さんご存じのとおり、

損傷の激しいということで、この春から通行止めをしておりました。写真のとおり、損傷

具合がこのような状況でございまして、これまで資料の次のページになりますが、設置か

ら 35 年が経過しておりました。この橋につきましては、列記しているとおり補修履歴をし

ておりますが、平成 13 年に屋根の補修、強風によるめくり上がり等がございました。

その後、平成 24 年には床材の補修、令和に入りまして金属の落下等、あと防護柵の撤去、

4 年の 4 月につきましては防護柵の損傷が激しかったということで、4 月の 11 日から通行

止め措置を行っております。

これに伴いまして、協議・方針をきょう報告させていただきたいと思います。

関係機関との協議なんですが、教育委員会につきましては、まず子ども達の利用につい

て、学校のほうからも通らせないに指導しているという声も聞いておりました。その中で、

地下歩道の利用、あとは木古内駅の自由通路を通学しているということです。

あと近隣の町内会ということで、海側の下町町内会については、町内会としては特に意

見はないということをいただいております。佐女川町内会につきましても、方向性につい

ては理解をしていただいたということで、私どもとしても理解をしてもらったところでご

ざいます。

以上のことから町としましては、経済性と施工性等を鑑みた中で総合的に判断して、橋

を撤去するということで報告したいと思います。

なお、橋の撤去につきましては来年度まだ計画ですが、Ｒ 5 年度にいさりび鉄道さんへ

工事を撤去する設計を委託する予定でございます。

令和 6 年度にいさりび鉄道さん側で工事の撤去を行うというようないま計画でおります
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ので、以上報告させていただきます。

平野委員長 その他の報告が終えましたが、なにか聞いておきたいことございますか。

相澤委員。

相澤委員 撤去については、当然のことと思うんですけれども、来年度 5 年度にいさりび

鉄道さんと協議して 6 年度、それまであの痛み具合から事故起きないですか。だいぶ鉄骨

等も錆びているし、まだ早くやることはできないのかな。

平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 ただいまの相澤委員のご質問ですが、これまでいさりび鉄道さんとは

いろいろ協議をさせていただいておりました。いさりび鉄道さん側としてもまずこれに伴

う人の確保というものがこれはＪＲさんとも絡んでくるんですが、人の手配が難しいとい

うことがあります。その中で、令和 3 年度・令和 4 年度ということで、これまで協議を進

めてきた中で、それで令和 5 年度にまず設計ができますよと。令和 6 年度にようやく手の

ほうも確保できるということで、協議を進めておりました。まずこれに関しては計画段階

ではありますが、こういった跨線橋の絡みというのは、ほかの町でも同じような状況があ

りまして、例えば隣の北斗市さんとか、あと七飯町さんとかもこういった跨線橋がいっぱ

いあります。その中でそういう順番というか協議を進めた中で、そういった順番からもい

さりび鉄道にかかる佐女川跨線人道橋につきましては、令和 6 年度に撤去できるというよ

うな計画になっています。以上です。

平野委員長 因みに費用についてはどのような内容になっていますか。

構口課長。

構口建設水道課長 費用につきましては、これはいま進めております橋梁の長寿命化事業、

これに伴うものでございます。交付金の補助率として約 64 ％・65 ％の補助をいただきま

して、残りのものに対しては一般財源と起債ということになります。

なお、先ほど橋がはたして大丈夫なのかという質問がありましたが、これにつきまして

は通行止めはしていますが、私どもといさりび鉄道さんと状況の確認を都度しながら、問

題あればまたそういった部分に対処しながらやっていくと。考え方としては、いさ鉄の運

行に支障のないような安全対策を取りながら行っていくということでございます。以上で

す。

平野委員長 ほかどうですか。

安齋委員。

安齋委員 こちらの資料の 2 ページには、下町町内会さんと佐女川町内会さんと協議した

ようなことが書いてあるんですけれども、線路の向こう側、佐女川町内会さんともう一つ

町内会ありますか。先日の町内会連合会の話し合いの時に、この橋について新栄町さん側

のほうでしょうか、何も聞いていないという話があって、そこを利用されているかたがい

らしたようで、なんか納得いかないなみたいな話をされていたかたがいらしたんですけれ

ども、あちらのこの橋を利用されているかたってここの下町さんと佐女川さんだけではな

いと思うんですけれども、そういう広い範囲で考えて説明会を行わなかったっていうこと

で、まだ住民の理解を完全にもらってないような状況での答えを出しているというふうな

ことにはちょっと疑問が残るのかなというふうに考えるんですけれども、そこら辺はなに

かそちらの町内会さんのほうから担当課のほうにお話ありましたでしょうか。
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平野委員長 構口課長。

構口建設水道課長 ただいまの安齋委員のご質問ですが、ほかの町内会への周知というか

報告説明会ということでございます。

これに関しましては、現課のほうでもどこまでの周知をすべきかということは議論しま

した。その中でまずやったことが、この橋を利用するかたの歩行者調査というのを 4 年前

にした経緯があります。その中で、やはり利用者がかなり少ないという部分、あと町内会

長さん単位とかではありますが利用者、例えば下町であれば山側なので利用者はないよと

いうようなお話を聞いていました。その中で、佐女川の町内会さんのほうがやはり利用が

多少なりあるということは私ども把握しておりましたので、佐女川町内会さんのお話を聞

いた中で、こういった経緯にさせていただきました。

先ほどの新栄町町内会さんの話になると思いますが、こちらにつきましては駅の自由通

路、こちらの利用ができることで海側へ動線を向かうということは問題ないなということ

で、判断させていただきました。そういったことで、新栄町町内会さんのほうに関しまし

ては、佐女川の利用は多少なりあるということも感じながらも、総合的な判断としてこの

橋の撤去をして、説明につきましては佐女川町内会と下町町内会のこの二つということに

させていただいて、きょう報告させていただいております。以上です。

平野委員長 町全体への周知というのはどこかの形で、これからですか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 32 分

再開 午後 1時 32 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか質疑ないようですので、その他の報告を終えまして、建設水道課の調査を全て終え

たいと思います。

お疲れ様でした。

続いて、総務課のかたが見えられるまで、暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 1時 32 分

再開 午後 1時 33 分

＜総務課＞

・職員の定年延長について

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

続いての調査につきましては、総務課の調査でございます。

4項目調査ございますが、1項目ずつ説明と質疑を行っていきたいと思います。

それでは早速、職員の定年延長についての資料の説明をお願いいたします。

幅崎課長。

幅崎総務課長 それでは、私のほうから資料の説明をさせていただきます。
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表紙をめくりまして、1ページをお開きください。

12 月定例会で提案予定の職員の定年年齢引き上げに関する条例改正案の概要説明となり

ます。

改正理由は、上位法である地方公務員法の一部改正に伴うもので、令和 5年 4 月 1日か

ら、現行の 60 歳の定年年齢を段階的に 65 歳まで引き上げるものです。

改正条例については、職員の定年等に関する条例が主となりますが、本改正に伴い、定

年条例以外の条例 8件にも影響が及びますので、それらを 1本にまとめて整備条例とし、1

2 月定例会へ上程する予定です。

それではまず、1ページ上段、黒丸の二つ目になります。

職員の定年等に関する条例の主な改正内容について、説明いたします。

（1）番の定年年齢引き上げは段階的に行うものとし、令和 5年度から 2年おきに 1歳ず

つ引き上げ、10 年後の令和 14 年度で 65 歳までの引き上げを完了させるものです。

（2）番、給料月額につきましては、直近でもらっていた給料月額の 7割程度となります。

（3）番、役職定年制につきましては原則、定年引き上げ後は管理職での任用はできない

ということですので、管理職の身分で 60 歳を迎えた職員は、以後降格して勤務することと

なります。

（4）番、短時間勤務制度と暫定再任用制度については、再任用の勤務体系につきまして

は、本来フルタイムですが、場合によりパートタイムでの勤務を可能にするものと、令和

14 年度に 65 歳定年が適用されるまでの間、現行の再任用制度の適用者との均衡を保つた

め、経過措置期間中に暫定再任用職員としての勤務をすることを定めるものです。

続いて、1ページ下段の 2番.公益的法人等への木古内町職員の派遣等に関する条例ほか、

2ページに記載の 3番から 9 番までに各今回影響の伴う条例 8件につきまして、冒頭申し

上げましたとおり、定年引き上げに伴い改正が必要な関係条例のそれぞれの主な改正内容

をまとめたものになります。

条例上の字句の整理も含めて、現行制度を新制度へ支障なく移行するための改正ですの

で、内容は記載のとおりで省略させてください。

なお、1点資料について誤字が混じっておりました。お詫びして訂正させてください。

2ページの上から 4行目の後段にカギ括弧とアルファベットの文字、「ａｌ」というよう

なアルファベットが混じっておりますが、ここ変換ミスですので、内容説明と全く関係ご

ざいませんので、無いものとして取り扱ってください。

3ページには、先ほど説明させていただきました段階的な引き上げのイメージについて、

職員の年齢と経過措置期間中の身分の取り扱いを掲載しております。

例えば、表中段の昭和 39 年度生まれの職員のかたについては、令和 6年度には役職定年

となり、その時点でもし管理職になっていれば、令和 7年度に降格したうえで勤務という

ことになります。そのあと、令和 8年度に 62 歳で定年退職となりますが、令和 9年度から

11 年度までは暫定再任用職員として勤務することとなります。

定年年齢の引き上げに関しての説明は以上です。よろしくご審議をお願いします。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。

安齋委員。

安齋委員 いま説明をしていただきましたその 3ページ、いま昭和 39 年というかたの退職
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という話で説明をいただきましたが、1ページのところに書いてあるとおり、（2）の給与

月額、60 歳に達したそのあと「7割水準」とするというふうに書いてあります。この場合、

60 歳役職の定年があって、その後 62 歳で定年退職するという形になります。この場合に、

退職金っていうものがあると思うんですけれども、通常であれば 60 歳で定年退職された場

合に役職になっている場合には、その役職給に応じた形のたぶん退職金というふうになる

と思いますが、これが 62 歳定年する時には、降格しているという状態で退職になるわけで

すが、この場合の退職金というのはどこで払われるんでしょうか。

平野委員長 幅崎課長。

幅崎総務課長 いまの安齋委員のお尋ねですが、実はうちの退職手当の仕組みというのは、

町独自の条例に基づく支給ではございませんで、北海道市町村組合の退職手当組合こちら

のほうの条例に基づき支給されるものです。

いま質問されたご心配の実際に退職される時と、この定年延長に伴って延びたあとの給

料月額差があることで、退職金に不利益が生じないかという視点でのお尋ねですが、退職

手当組合のほうですでに条例改正を行っていまして、一番給料が良かった時点のそこを基

準額にしますので、この引き上げに伴って給料が減ることの退職手当の削減の影響という

のはありませんので、ご理解願います。

平野委員長 支給されるのは 65 を迎えてからということなんですよね。

幅崎課長。

幅崎総務課長 あくまで支給されるのはその歳なんですけれども、もとの 60 歳の時の。

平野委員長 ほか。

安齋委員。

安齋委員 ということになると、この退職年齢自体は 62 歳という形になるわけですね。じ

ゃあこの時点で退職金を支払うという形ですか。それとも 60 歳の時に一旦払って、その 2

年後にただ退職という形なんでしょうか。

平野委員長 幅崎課長。

幅崎総務課長 あくまで退職金が支給されるのは、本当に職場を離れる時、職員としての

身分を失う時に支払われるんですが、その時の給料月額ではなくて、一番高かった時の降

格する前の金額を基準額とするということでご理解ください。

平野委員長 安齋委員、退職する年齢の時に払われるっていうことです。

ほか。

廣瀬副委員長。

廣瀬副委員長 確認なんですけれども、いま言った 1ページ、（2）給料月額の 7割水準っ

てあるんですけれども、これはどこかを見習っての 7割なのか、それともどういう根拠か。

平野委員長 幅崎課長。

幅崎総務課長 1 ページの上段のほうに提案理由を掲載してございますが、あくまで上位

法地方公務員法の一部改正に伴い、当町の条例を改正するもので、全国一律 7割という基

準示されていますので、そこにしたがったものです。

平野委員長 これ例えば上位法に見習っているということで、町独自の文言があるところ

はないっていうことでいいんですよね。

幅崎課長。
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幅崎総務課長 町独自の律を設けるとなると今度先ほど申し上げた退職手当の支給率との

関係もございますので、退職手当組合に加入されているところであれば一律一緒というふ

うに把握しております。

平野委員長 だから条例の改正については、特に町が独自で設けた内容が入っているって

ことはないんですよね。わかりました。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

・選挙公報の発行について

平野委員長 ないようですので、次に調査項目に移ります。

選挙公報の発行について、説明をお願いいたします。

幅崎課長。

幅崎総務課長 資料、4ページになります。

選挙公報の発行についてです。議会改革特別委員会での協議事項でもありましたこの件

につきましては、来春の令和 5年春の町議選挙から発行したいと考えており、現在準備を

進めているところです。

発行までの流れにつきましては、中段の表に記載のとおり、3月中旬頃から、選挙公報

へ掲載する内容の事前相談期間を設け、選挙管理委員会にて審査を行い、問題がなければ

立候補の告示日に正式受理し、印刷をした上で町内会をとおして、有権者へ配付する予定

でございます。

3番の配布方法につきましては、こちらに記載のとおり、町内会に加入されていない有

権者のかたもおりますので、公共機関への備え置きや、ホームページ等も活用して周知を

徹底したいというふうに考えております。

4番の予算額につきましては、印刷費用として 12 万 1,000 円ほどを見込んでおりますが、

このほか配布に伴う手数料を仮に国政選挙の時、北海道の選挙もそうなんですが、各町内

会に 1件 60 円の配布手数料が支給されます。それにあわせて当町も同額支給となると、こ

のほかに 14 万・15 万円の配布手数料が予算として必要になります。

5ページと 6ページ、ここ両面印刷となっておりますので、ページは片方にしか付いて

いないですが、皆さんにイメージをつかんでいただくために、すでに実施済みの鹿部町さ

んの広報を参考に添付させていただきました。

ご覧のとおり、候補者の顔写真につきましては、全員同じサイズ・規格なんですが、略

歴であったり政見などの掲載内容については、字体も含めて候補者ごとに異なっており、

社会的に問題があるだとか文面に誹謗中傷だとかの内容が無い限りは、選挙管理委員会の

ほうで大丈夫というふうに判断したいと思います。

原則、そういった制約に引っかからない限りは、自由なものというふうに捉えてくださ

い。

また、実際のサイズはこのＡ 4の資料の 2倍の大きさで、Ａ 2版です。Ａ 3を横に 2枚

あわせたＡ 2版の見開きとなる予定でございます。

現在、議員でないかたへの立候補に向けた周知も必要ですので、このあと広報誌等で周
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知をしていく考えでございます。

選挙公報の発行については、説明は以上です。よろしくお願いします。

平野委員長 説明が終わりましたが、特に質問はございませんね。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 特別委員会の要望を早速次回から応えてくれたことに感謝したいと思います。

・指名競争入札制度参加資格申請の変更について

平野委員長 続いて、指名競争入札制度参加資格申請の変更について、こちらの説明をお

願いいたします。

幅崎課長。

幅崎総務課長 7 ページをお開きください。

指名競争入札制度参加資格申請、通称「指名願い」の共同審査への参加についてですが、

これまでは各業者さんから 2年に一度、紙媒体で申請いただいておりましたが、令和 5年

・6年度分の申請から、北海道建設技術センターが運用する「共同審査システム」に参加

し、各事業者さんの申請事務と町側の受付事務の効率化を図るものです。

そのほか 3番に記載のとおり、この制度を利用する効果として、審査書類がデータ化さ

れることで、検索や取りまとめが容易になり、書類の保管場所も不要になります。

また、申請業者はこれまで申請自治体ごとにそれぞれ、紙のファイルを提出していただ

きましたが、インターネットを活用することで、24 時間申請が可能となり、交通費などの

経費節減効果も得られるものです。

本制度を利用するための費用は、資料の 4番に記載のとおり、年 24 万 7,500 円がかかり

ます。5番に記載されておりますが、物品購入や印刷物の製造、業務委託にかかる申請は

これまでどおり紙媒体での申請となります。

資料の一番下のイラストにつきましては、現状と共同化後の申請事務の流れを比較した

もので、例えば色見づらいですが、ａ建設さんが 3自治体に申請したい場合は、直接ある

いは郵送でそれぞれの市町村に、ファイルに編纂した紙媒体の申請書類を提出しなければ

なりませんでしたが、今後は北海道建設技術センターの右のほうのイラストにあるとおり、

共同審査システムへインターネットで 1回だけ申請すれば、各市町村へ自動的に電子媒体

が送信されるものです。

なお、今月号の広報誌でこの制度についてお知らせをしております。町内業者でインタ

ーネット環境が無いなど、この方式での申請が難しい場合は、総務課の担当のほうにご連

絡いただければ、代理入力など申請の支援をしたいというふうに考えておりますのでよろ

しくお願いします。

指名願いの変更に関しての説明は、以上です。よろしくお願いします。

平野委員長 説明をいただきましたので、質疑をお受けいたします。

相澤委員。

相澤委員 相澤です。

一般社団法人北海道建設技術センターで全部受け付けるという扱いなんですが、この建

設工事業者の中にはいわゆる電気設備だとか水道設備、俗に言う大工さんだとかそういう
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ものも含まれる扱いと考えていいんでしょうか。

平野委員長 幅崎課長。

幅崎総務課長 ご質問のとおり、その業者さんは全て含まれております。

平野委員長 相澤委員。

相澤委員 そういうことになれば大きい会社はいいんですけれども、簡単にそれこそパソ

コンで申請はできるかと思うんですが、いわゆる中小ちょっと言い方悪いですけれども、

一人親方みたいな形でやっている業者さん、そういうかたに不利益はないんだろうか。例

えば、こっちから発注するにしてもそういう小さい業者って言えばちょっと語弊あるんで

すけれども、そういう業者にきちんと通知はあたるような形になるんでしょうか。

平野委員長 幅崎課長。

幅崎総務課長 先ほど申し上げたとおり、広報にも同じようなことを周知しておりますが、

インターネットだとか使える環境にない業者さんについては、役場の指名競争入札担当の

財政のほうにお問い合わせいただければ、役場のインターネット環境を使って代理入力だ

とか、そういったサポートをしてまいりますので、既存のそういった業者さんには迷惑の

かからない形で進めることをお約束できます。

平野委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

・自主防災組織設立の進捗状況について

平野委員長 なければ続いて、自主防災組織設立の進捗状況について、こちらを説明お願

いいたします。

幅崎課長。

幅崎総務課長 それでは、8ページをお開きください。

自主防災組織設立に向けた取り組みの進捗状況でございます。

まず、1番に記載の現状と経緯等につきましては、近年、災害時の自主防災組織の必要

性がますます高まっており、当町でもこれまで町連等と連携して、設立に向けた意識啓発

は行ってきたものの、現在のところ、準備段階も含めて組織結成は 3町内会に留まってい

る状況です。

2番目の今年度の状況については、ハザードマップ作成後、町内各地域を対象に説明会

を行いながら、意識啓発等を行っておりましたが、設立が伸び悩んでいる実態も踏まえ、

今後の設立推進について改めて、9月に町連役員会と協議し、推進について合意が得られ

たところです。

そのあと、11 月には町連の研修会において、ハザードマップの活用方法と自主防災組織

の設立を議題に意見交換を行いました。

あわせて、その他の課題等も含めて町内会の考え方や課題等を把握するため、町連によ

る自主防災組織設立等に関するアンケート調査を実施しており、まもなく取りまとめがさ

れるところです。

また、今年度の防災訓練につきましては、自主防災組織の機能と課題等を確認したいた

め、今年度設立された札苅町内会を対象に年度内の実施に向け協議中でございます。
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3 番の今後についてですが、先ほど説明させていただきましたアンケート結果に基づい

て、課題等を洗い出したうえで町連と連携し、設立に向けての支援を行っていく考えです。

自主防災組織設立に向けた取り組みの進捗状況に関しての説明は、以上です。よろしく

ご審議をお願いいたします。

平野委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けします。

よろしいですか、いいですか、私から。これは自主防災組織の確立に向けては、長きに

わたり町の課題でもあり、それに対して担当課も上手く取りまとめることが難しかったと

いうか、町内会への依存もあり、どのように連携して確立していくかって課題だったと思

うんです。いまも進捗を見ますと、要は町連が「今後の方針を協議、設立推進について合

意が得られる」と 9月に書いてあるんですけれども、これは町連の役員会でなんとか設立

の推進をしていきましょうよと言ったはいいものの、じゃあはたして上記の設立状況のよ

うな町内会が今後増えていく可能性ってあるのかどうなのかと言われれば、きっとこれま

でどおりなかなか進まないのが実情だと思うんです。例えば何個かの町内会は、設立した

としてもそれ以外の大多数が結局町内でできているところとできていないところっていう

のが発生すると思うんです。それに対し、町は常に言っている言葉として「支援を行い」

と、一番最後も「支援等を行っていく」と書いていますが、どのような具体的なその支援

をしていくのか。その設立の確立に向けての具体的な支援っていうのがなにか記載もない

ですし、考えをもっているのかちょっとお伺いしたいんですけれども。

幅崎課長。

幅崎総務課長 いまのご質問ですが、実際町内会単位でいま町内に 25 町内会ありますけれ

ども、規模の大小もまちまちですし、考え方もかなり町内会によって温度差がございます。

いまここに資料に書いてあるとおり、札苅町内会がモデル町内会として、いま上手く機

能するためにいろんな準備を進めていただいていますので、この札苅町内会を模範としま

して、そこで作っています避難要綱だとかあるいは手引き、こういったものをデータでも

らって、例えば町内会でそういった手引きを作るのが面倒だし難しいということであれば、

行政のほうで札苅町内会をベースにその町内会に見合った作り込みだとか、そういった面

でまず事務的なサポートが可能です。

また今後、来年 3月に予定しています個人情報保護条例の改正、こちらがいま国のほう

でこういった要支援者だとか災害時の個人情報の取り扱い、いまのままだと制約が多すぎ

て実際に住民の命を救うために役に立たないということで、ことし大きな改革をされまし

た。その改革したあと、いままで各町内会で困っていた要支援者の名簿作成、こういった

ものが大きく作れるように変わっていきますので、今後また場をお借りしてその辺の説明

をさせていただきたいというふうに考えております。

個人情報の問題がクリアされればいままでネックになっていました平時からの名簿の管

理、これが一歩も二歩も前進して改善されますので、そこで自主防災組織いままで課題に

なっていた部分が一つ大きな壁がなくなるのかなというふうに考えていますので、まず設

立状況については、このあとどんどん伸ばしていきたいなという考えはもっています。

一方で、先ほど申し上げたとおり、本町地区中心に小さい町内会がかなりありますので、

その町内会の中だけでＡさんがＢさんを救う、ＢさんがＣさんを救うだとか、やり切れな

い部分については、町連の会長からも皆さんにお願いしたとおり、町内会は町内会単位と
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してあるんですけれども、有事の際にはほかの町内会も含めた地域ごとの防災のための組

織を作っていきましょうということで、町内会にこだわらず地域に見合った組織の設立に

取りかかっているところです。以上です。

平野委員長 札苅がモデル地区として、いま札苅で作っているのも幅崎課長も何度も目を

とおしていると思いますけれども、あのように例えば事務的に項目を打つっていうのは、

冊子としてはできるんですけれども、一番難しいのがいま言われた個人情報、どなたを助

けなきゃならないのか、そこは今後解決できる可能性があるっていうことで前向きなんで

すけれども、要は配置ですよね。札苅地区のように数十名のスタッフが名を連ねているん

ですよ。それらをほかの町内会が同じようなことをできるのかと、これできないところが

ほとんどなんですよね。そもそものそういう配置ができないのを前提でお手伝いするって

言っても今後確立していけるのってほんの数件程度の町内会だと思うんです。そのことを

おそらく担当課としてわかっていると思うんですけれども、それでもやはりこのように同

じく進めていくっていうことは、今後設立の構築に向けてまたしばらく目処立たないなっ

て私はイメージもつんですけれども、それらの諸課題のクリアする人員配置についてのな

にか考えってございますか。

幅崎課長。

幅崎総務課長 繰り返しの説明になるんですが、平野委員長ご指摘のとおり、これまでも

取り組み啓発状況等の周知は行ってきたわけですから、説明自体この組織のあり方につい

ては、ある程度町内会さんもわかっていただいているというふうに把握しています。ただ

先ほど言ったように、札苅みたいなガッチリした組織体制のない町内会については、繰り

返しになりますが隣の町内会、あるいは近場の町内会、小さい町内会がまとまって 5・6箇

所の町内会が一つの防災組織を設立していると。そんな状況でいまおっしゃっていたよう

な課題をクリアしていきたいというふうに考えております。

平野委員長 いま現在、わかりました。

新井田委員。

新井田委員 いま、平野委員長とのかぶりあります。

いま行政のほうから縷々ご説明をいただいているんだけれども、私当時いわゆる連合会

の会議に出席させていただいて、札苅地区のああいう書面のいわゆる現状の大組織的な資

料もいただいたんだけれども、ざっくり言うけれども、私は札苅が別にモデルケースとい

うふうには思っていない。いま言ったように、その地区地区での当然ながらいろんな諸事

情があって、それに対してその組織がどう動くかっていうことだから、札苅がみんな我が

25 町内会のレベルにあった形には私はならないと思う。その補う部分に関しては行政にお

願いしますだと、こんなことで一緒にやっていただけませんかとそういうお願いは、各い

わゆる自治体町内会でお願いすべきことであって、一つ感じたのはあの時点でいわゆる町

内会長が実際にアンケートを取るってことで来ているんだよね。なんでアンケートがいる

んだって。というのは、あの時点で 18 町内会が来て、その時にいろいろどうだこうだって

話しあったんだけれども、最終的に自主防災組織をどうするんだと。各出席していただい

た町内会では、この組織をどういうふうに考える。今後、取り扱っていくのかというお話

をして、いいですねっていうことだったじゃないですか。だから、なにもいちいちアンケ

ートをとって、いまさらながらどうだこうだっていうことじゃないと思う私は、個人的に
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ですよ。それよりもいま言ったように、行政の仕事とすればいま言ったような各地区の状

況があって、どうしても上手く機能していかないっていうようなことが考えられるとそう

いうところにある程度あなた方の力をお示しして、そして軌道に乗せるべきことじゃない

かなと思うんです。足りない部分は行政にお願いしますということになるんだろうけれど

も、だからそういう流れでないとモデル地区があって、一様に皆さんに言葉悪いけれども、

そのモデルタイプを押しつけるようなことはまずいと思う。だから何回も言うけれども、

その地区地区でのいろんなあるわけだから、お年寄りが多いとか、若者が多いとかってい

うこともあるわけで、だから我々もいま 3月末までいまここに載せていただいているけれ

ども、なんとか内容を確立をして、そして新年度に向けていきたいと。いろんな手立てを

していきたいという会員の皆さんにも周知をしてということで考えているんですけれども、

なかなかいま言ったように個人情報だとかなんとかって我々も 1件 1 件調べたんですよ。

こと細かく内容をまとめて、この人にはこうだよねああだよねというようなイメージを

しつつ、そういう資料を作ったんです。これは、いままだ公開していないんだけれども、

この 3月末までにきちんとした方向性を、ただ札苅みたいに第 1条いくらとか、第 2条が

どうたらこうたらってそういう型にはまったというのはこれ絶対だめですから、イメージ

的に。そんながんじがらめの自主防衛なんていうのは、逆に責任の所在っていうか必ず、

本来やはり有事の際には自分がまず自分の身の安全の確保だよ。そして、家族だよ。いく

ら良い話したって自分が犠牲になるようなことはまずいわけですよ。だから、そういう部

分を各地区の状況にあわせたそういう展開をしていかなければ、結果的に肩に力入った状

況になりつつなるかもしれないというそういう部分が感じられます。ですから、事務局と

してというか総務としてはいろんなお手伝いをしたいんだということは理解しましたけれ

ども、いろんな諸事情あるということはちょっとご理解いただいて、それを押しつけるよ

うなことはしないでほしい。逆に各地区の困っている部分、そういう部分にちょっと特化

していただいて、その地区町内会にあった防災組織のお手伝いをしてください。私はそう

思います。

平野委員長 竹田委員。

竹田委員 これ課長、一番最後に書いているけれども、例えば行政が自主防災の立ち上げ

に全面的な支援をするよって。例えば手がなかったら、手を貸しますよっていうことで、

我々は受け止めたんですよ。そういうことでいいんですよね。例えば場合によっては職員

派遣、それも含めて協力しますよっていうそういうふうに捉えるんですけれども、そうい

うことでいいのかどうなのか。我々、前浜っていう小さな町内会ですけれども、ほとんど

が高齢者。例えば避難指示が出ても自力では歩けないっていう人がかなりいます。そうす

ればどこでサポートするかっていうのをやはり行政の力を借りないとなかなかできない部

分もあるんですよ。我々は、そのためにいま準備をしていますけれども、それで課長が言

ったようにうちの町内会である程度の形ができた時点で、下町さんと連携をする中でどう

すれば連携が取れる部分、これは無理だね、これは良いよっていう部分の棲み分けをしな

ければならないのかなっていま考えています。やはり一番は、まず先ほど前段出ていた個

人情報、これをきちんとやはり行政のほうから出してもらわないと我々はやはりなかなか

立ち上げで動いていけない。だから、まず職員の派遣もありだねっていうことの確認をし

たいんですよね。
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副町長。

羽沢副町長 ただいまの竹田委員、そして新井田委員の様々なご意見いただいた中で、ま

ずは町の職員の関わり、これは当然足りないパーツとしてそこを補っていくのは当然だと

思いますので、そこに至るまでお二人がおっしゃるように、町内会とどのようなまずは新

井田委員がおっしゃるようにまずは事情、そして周りの家族、そして周り地域住民、そし

て最後に側面等から支援するのがこの役場の力だとは思いますので、それらを組み合わせ

てそれぞれの町内会になるのか、ここで言うように町内会の一つの本町地区で言うといく

つかの町内会を一つとして行っていくのか、それらも含めてあくまでも町内会を主体的に

作っていただきたいところですけれども、そこはもううちがしっかりと支援して一緒に作

り上げていければというふうに思っております。職員の派遣等につきましては、できるこ

とは当然やります。以上です。

平野委員長 新井田委員。

新井田委員 いま副町長から説明いただいたとおりだと思います。私の個人的な考えも実

は行政が有事の際に、じゃあ土壇場になった時にどうなんだと。それはあり得ないですよ、

行政の皆さん来て手伝ってって。だからその有事の際に我々町内会がどんな動きができる

かっていうことが自主防災組織のあり方なわけで、ただその前提としていろいろ舵取りを

していただくのが中間役として行政にもお手伝いをしてもらいたいとそういう部分が私ど

もの考えです、特に泉沢は。だから、有事になった時にこっちに行ってよ、そんな悠長な

ことではないわけですよ。だから、各町内会の皆さん、自主防災っていうのが必要ですよ

ねって、自分方の地域はどんな人がいてどんなことになっているかっていうぐらいまで、

やはり町内会としても把握しておかなきゃならない。これは当たり前の話で、ただそこで

必要な部分、やれる部分やれない部分って先ほどからくどいようだけれども、そういう部

分を補ってもらう行政もやはりスタンスをきちんと我々もそうですけれども、お願いする

ところはお願いする、自分方で対応できるところは対応していくっていうことがまず一つ

の前提だと思いますので、先ほど縷々副町長から流れはまさにそのとおりじゃないかなっ

てふうに感じていますし、だからそういうふうな各町内会の実態をまず調査をしていただ

いて、くどいようですけれども、そして行政がそこに介入して、いろんな問題だとか解決

していくんだということのほうがそういう流れであるべきだと私は個人的に思います。以

上です。

平野委員長 ほかどうですか。

又地委員。

又地委員 いろいろ意見が出て、25 町内会それぞれみんな違う。違うということは、例え

ばハザードマップ配布になった。釜谷は全戸、大津波が来たら全戸です、全部だ。この海

岸通り全部ですよ。この道路から病院側全部いっちゃうんです。そうするとそこそこの町

内会によって、かなり違う部分が出てくる。例えば一つ言う、津波が来ましたよ。新幹線

がある。新幹線の山側、山側は大したことない。でも一つの町内会になっている。例えば

港もそうだし、佐女川もそうだ。だから、そこそこの町内会によってかなり事情が違う。

だから、それを考える中で例えばいま総務課長、各町内会長宛てにアンケートを取って

いるよね。それをいつまとめて、各町内会の町内会長さんからいろいろ意見が出てくると

思うんです、私もきょう出したけれども。それを全部整理した中で、ここの町内会はこう
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だああだっていうことを精査して呼びかけをするべきでないのかなとそう思う。それと津

波のことを考えれば、例えば私何回も言っているけれども、港町町内会は前浜団地 3棟あ

る、大平団地 2棟ある、それから港団地ある。そうすると例えばここの津波のことを考え

れば、ここの地盤は海抜何メーターですってあると。3階はいくらなんだろうって。そう

したら、1階の人は 3階に逃げていってもいいんじゃないのかとかいうこともある。あれ

はいま港団地 5階建てですよ。津波がきたと。そうしたら、1階・2階の人は 3階・4階・

5階に逃げてもいいのかということもある。それは、うちは町営住宅抱えているからそう

思うんだけれども、抱えていないところはどうなんだろうと。例えば前浜・朝日、例えば

病院がありますよと。そうしたら、病院の 2階・3階に逃げてもいいんだろうかというこ

とも各町内会によっては、まちまちだ。だから、そういうことも加味する中で、その地域

地域の自主防災を考えてもらうということよりないんじゃないかな。なんだかんだって 1

にも 2にもとにかく逃げて自分の命を守ると。それは役場職員であってもそうですよ。自

主防災組織を設立をするまでは、一生懸命力を貸してもらわないとだめだ。地域だけでは

高齢者が多いわけだから、なかなか簡単にいかない。その中では設立するまでは、総務課

のほうで一生懸命力を貸してください。それでないとできないよ。本当にできない。例え

ば札苅みたく 90 人の人がいると。この 90 人の人方はたぶんどこの人を誰々を二人連れて

逃げるとか、そういうことまでいっていると思うです。これもただし 2年くらい経ったら、

もうこの 90 人の人方もたぶん新たな人にしないとだめかもわからない。高齢者は高齢者を

抱えて逃げるわけだから、だからすごく札苅は調ったあれをして早くやってくれたと感謝

しますよ。だからと言って札苅がパーフェクトではないということをよく覚えていて、あ

と 24 町内会、泉沢さんもいまやるんだね。佐女川さんももう設立している。あと残りの町

内会はたぶんかなり悩んでいると思いますので、しっかりその辺各町内会に協力して、設

立までは力を貸していただきたいとそう思いますのでお願いします。

平野委員長 繰り返しになって何回もしつこくて申し訳ないんですけれども、私もこれま

で自主防災の組織を確立しなければいけないと。各町内会で負担が多いので、どうやった

ら行政がそれ協力してやれるかと本当に大きな課題だと思うんです。いまようやく各町内

会にも合意をもらったという言葉を付けて、各町内会が取り組むという思いはまずはもっ

てくれたのはスタートとしていいんですけれども、特に最近は首都圏なんて特に町内会、

自治会がもう破綻しているような状況で、この木古内においても今後そのように町内会が

稼働しなくなるということも大いに考えられると思うんです。ですので、町内会として作

ったものは今後継続していけるのか、更新していけるのかというのが本当に大きな問題で、

あといま又地委員も申したとおり、誰かを誰かが助けなきゃならないっていうのを作るん

ですよね。そうなった時にいくら自身の命をまず優先と言えども、そのように名前を書か

れた以上責任感が発生して、自分の命を投げてでも助けにいくっていう事例も発生する懸

念があると。それらの方々が更新しなきゃならないのを町内会がどんどんどんどん人を更

新していかなきゃならないのを後々成り立たないと思うんですよ、人が少なくなっていっ

て。いま現在も取りあえず第一弾の防災組織のあれを要綱を作りますよって言って、それ

ぞれに作られているかたは相当な労力なんです。泉沢で言えば新井田委員が本当中心にな

って作成してくれているんですけれども、その労力の対価って全くないんです、まずをも

って、ボランティアなんですよ。そのようにボランティアで継続してくれるかたがこれか
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ら確保できるのかって言ったら、相当難しい課題だと思います。そのようなネガティブな

ことばっかり言っているとなにも進まないので、それについてどうだって答弁は求めもし

ないんですけれども、そのことを大きく頭の中にもっておいていただいて、この自主防災

組織の確立の取りあえず 25 町内会のうちの 5個できるのか 10 個できるのか、それがゴー

ルでもなんでもなくてその後ですよね。その後どうやって町は自主防災組織のそれぞれの

町内会が作成したのを継続していって、1人でも多くの方々の安心安全を守れる実際の自

主防災の構築にするかっていうのを相当大きな課題だと思いますので、担当課も相当のご

苦労だと思いますけれども、それぞれの町内会の苦労も本当わかっていただきたい。人の

派遣だけではなく、それらを作成した町内会へのなにかかにかのやはり町としての支援も

含めて考えてほしいと思います。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

平野委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 20 分

再開 午後 2時 23 分

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかいかがでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 各委員からの相当な思いが出されましたので、それを受けて担当課には今後

も進めていただきたいなと思います。

あと総務課トータルで特になければ終えたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

平野委員長 以上をもちまして、総務課の調査を終えたいと思います。

お疲れ様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 23 分

再開 午後 2時 40 分

３．意見書

・Ｎｏ.1 子どもの新型コロナウイルス感染症対策緩和を求める意見書

平野委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいまの意見書案が 1 件出されておりますが、休憩中の協議の中、不採択といたしま

す。

４．閉会中の所管事務調査について

平野委員長 続いて、次第の 4 番、閉会中の所管事務調査についてでございますが、こち
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ら休憩ではなく通常会議の中で進めたいと思いますが、次回の 3 月定例会までの所管事務

調査に入れたほうがいいという案件がなにかあるかたいれば、挙手のもとご発言いただき

たいと思います。

やはり休憩にしたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後 2時 41 分

再開 午後 2時 56 分

５．所管事務調査報告書について

６．その他

平野委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいま休憩中に次第の 4.閉会中の所管事務調査について、及び次第の 5.所管事務調査

報告書について、次第の 6.その他については協議を終えましたので、それ以上の協議はな

いということですので、以上をもちまして、第 5 回総務・経済常任委員会を終えたいと思

います。

お疲れ様でした。

説明員：羽沢副町長、西山病院事業事務局長、西嶋主査

東特別養護老人ホームいさりび事務長、構口建設水道課長、岩本主査

木本（邦）主査、石川主査、佐藤（翔）主事、加納技師、神力主任

幅崎総務課長、佐藤（利）主査、羽澤（真）主査、工藤主査

傍 聴：なし

報 道：（道新）金 支局長

総務・経済常任委員会

委員長 平 野 武 志


